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平成18年第４回嬉野市議会定例会議事日程 

平成18年12月18日（月）  

本会議第５日目   

午前10時 開 議   

日程第１  議案第181号  嬉野市教育委員会委員の任命について 

日程第２  議 案 審 議 

      議案第151号  専決処分の承認を求めることについて（平成18年度嬉野市一般

             会計補正予算（第４号）） 

      議案第152号  嬉野市防犯設備の設置及び管理に関する条例について 

      議案第153号  嬉野市景観計画策定審議会設置条例について 

      議案第154号  嬉野市税条例の一部を改正する条例について 

      議案第155号  嬉野市災害被害者に対する市税等の減免に関する条例の一部を

             改正する条例について 

      議案第156号  嬉野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

      議案第157号  佐賀県市町総合事務組合の設立について 

      議案第158号  佐賀県市町村職員退職手当組合の解散について 

      議案第159号  佐賀県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分について 

      議案第160号  佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合の解散について 

      議案第161号  佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分

             について 

      議案第162号  佐賀県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散について 

      議案第163号  佐賀県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散に伴う財産

             処分について 

      議案第164号  佐賀県市町村交通災害共済組合の解散について 

      議案第165号  佐賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について 

      議案第166号  佐賀県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について 

      議案第167号  佐賀県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処

             分について 

      議案第168号  佐賀県自治会館組合の解散について 
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      議案第169号  佐賀県自治会館組合の解散に伴う財産処分について 

      議案第170号  佐賀県後期高齢者医療広域連合の設置について 

      議案第171号  損害賠償の額を定めることについて 

      議案第172号  市道路線の廃止について 

      議案第173号  市道路線の認定について 

      議案第174号  平成18年度嬉野市一般会計補正予算(第５号) 

      議案第175号  平成18年度嬉野市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

      議案第176号  平成18年度嬉野市農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 

      議案第177号  平成18年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特

             別会計補正予算（第３号） 

      議案第178号  平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業

             費特別会計補正予算（第２号） 

      議案第179号  平成18年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業

             費特別会計補正予算（第２号） 

      議案第180号  平成18年度嬉野市水道事業会計補正予算（第３号） 

      諮問第３号  人権擁護委員候補者の推薦について 

      諮問第４号  人権擁護委員候補者の推薦について 

      諮問第５号  人権擁護委員候補者の推薦について 

      議案第181号  嬉野市教育委員会委員の任命について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（山口 要君） 

 皆さんおはようございます。連日大変お疲れさまでございます。 

 本日は副島敏之議員が欠席であります。 

 それでは、定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日、市長より議案第181号 嬉野市教育委員会委員の任命についてが追加議案として提

出をされ、議会運営委員会が開催をされました。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 
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 日程第１．議案第181号 嬉野市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆様おはようございます。本議会中、大変お疲れさまでございます。 

 それでは、議案第181号 嬉野市教育委員会委員の任命についてということで、御説明を

申し上げたいと思います。 

 本日、定例会に追加上程をお願いいたしました人事案件について御説明を申し上げます。 

 議案第181号 嬉野市教育委員会委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律施行令第20条の規定により、池田修委員が平成19年２月16日で任期満了となりま

す。 

 池田委員が勇退の御意思を示されましたために、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により、田中平一郎氏を教育委員に任命したいので、議会の御同意を

お願いするものでございます。 

 田中氏は、嬉野市塩田町大字●●●●番地、●●区に御在住でございまして、●●年●月

●日生まれの●歳でございます。 

 ●●●●●を御卒業後、現在●●●●を営まれておられます。御経歴といたしましては、

●●●●●役員や●●区長、また●●●●●の御歴任でございまして、平成９年には●●●

●●に任命され、また、平成17年には●●●●●等も受賞しておられます。地域において、

地道な活動を通して、青少年の健全育成に貢献されておるところでございます。 

 人格高潔で識見も広く、教育委員としてまことにふさわしい人物と考えますので、ぜひ議

員の皆様方の御同意をお願い申し上げます。 

 なお、御同意いただければ、平成19年２月17日から４年間の任期となります。 

 以上、議案の概要説明を終わりますが、何とぞ慎重な御審議をお願い申し上げます。 

 なお、議案につきましては、お手元にお配りしているとおりでございまして、 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 議案第181号 

   嬉野市教育委員会委員の任命について 

 次の者を教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 
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 平成18年12月18日提出 

                          嬉野市長 谷口 太一郎 

記 

                    住 所 嬉野市塩田町大字●●●●●番地 

                    氏 名 田中 平一郎 

                            ●●年●月●日生 

 理由 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意

が必要である。 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ということでございます。 

 よろしく御審議いただきますようにお願い申し上げます。 

○議長（山口 要君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。議案第181号 嬉野市教育委員会委員の任命については、委員会付託

を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、議案第181号につきましては、委員会付託を省略すること

に決定をいたしました。 

 日程第２．議案審議を行います。 

 議案第151号 専決処分の承認を求めることについて（平成18年度嬉野市一般会計補正予

算（第４号））全部について質疑を求めます。６番副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 ４号についてですが、補正の３号には、歳入の180千円の繰入金の項目ですけれども、４

号が今回の分でありまして、３号のとき繰入金がなくて、２号のとき繰入金の残が911,237

千円という計上でありましたが、４号のときに、その残が910,035千円というふうに変わっ

ておりまして、差し引き1,202千円の減額がなっておりますが、その辺の説明をお願いいた

します。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 
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○財政課長（田中 明君） 

 繰入金の２号と３号時点での差ということでございますけれども、２号のときには、恐ら

くこれは指定管理者の関係だったと思いますけど、1,202千円の増減がございまして、後だ

って基金の繰入金を調整したものだと思われますけれども、その差が1,202千円になってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 そういった場合、議会の承認は必要じゃなかとですか。それともう１点、同じ、これは前

の項ですけれども、ちょうど同じようなことが３月の予算から、例えば、歳入の13番の使用

料、手数料ですけれども、１号の補正がなくて２号になるときに、これも若干の差がありま

して、同じように、歳出の総務費についても、そういうふうな、ちょうどこの移しかえのと

きに、予算書に移しかえるときに数字を照らし合うて、ほとんどが前項の残がそのままつい

てくっとですけれども、こういうふうにして、今回の件と、それから補正の３月予算から１

号、２号に移るとき、それから、歳出の２番の総務費の１号から２号に移るとき若干差があ

りまして、その辺も含めて説明をお聞きしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 

 恐らく、楠風館関係の指定管理者のときに、議案を訂正いたしました。訂正後の議案で議

決をいただいておりますので、恐らく加除の段階で、議員加除されたときに、もう一つ前の

で加除をされているんじゃなかろうかと思いますけど、きちんと議決は受けているつもりで

す。 

 以上でございます。（「はい、最後」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 そいぎ、先ほど聞きました１号、２号の件に関しては、両方ともそういう関係、楠風館の
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指定管理者関係ですね。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 

 ６月議会だったかと思いますけど、楠風館の使用料、手数料を含めまして増減がありまし

た。その後、予算の方が訂正をいたしておりますので、そういう経過になっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第151号の質疑を終わります。 

 次に、議案第152号 嬉野市防犯設備の設置及び管理に関する条例の制定について質疑を

行います。質疑ありませんか。20番山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 所管で申しわけないんですけれども、一応これ条例ができたことについては評価をいたし

ます。 

 振り返ってみますと、都市防犯対策として、いわゆる監視カメラを設置するということで、

私どもが議案として受けたのは、いわゆる庁舎について5,000千円という予算の措置をされ、

提案されたわけですね。 

 今回、規則等を見ておれば、図書館等ということで、要するに明記をされておるわけです

ね。そこら辺については、条例ができたので、いわゆる今後図書館につけるのもやぶさかで

はないわけですけれども、そこら辺については市長にお伺いしたいんですけれども、どうい

うことで図書館というふうな一気に飛んだのかですね、そこら辺について御説明をいただき

たいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長でいいですか。（「あっ、総務部長……」と呼ぶ者あり）総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 確かに、当初は本庁と総合支所につけるということで御説明を申し上げました。 
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 それで、その後にいろいろ事件がございまして、どうしても、これ緊急避難的にこちらに

もつけた方がいいだろうということで、議会の方には説明する機会がございませんでしたけ

れども、そういう形で変更させていただいて、変更契約をいたしまして、そのように変更さ

せていただいた経緯がございます。 

 それと、今御指摘はございませんでしたけれども、もう一つ皆様に御説明を申し上げなく

てはいけないのは、当初は必要なときだけということで説明を申し上げておりました。 

 今回、この装置につきましては、常時稼働しなくてはいけないという装置に、機種がそう

いう装置になっておりまして、その旨、映像等については、当然この条例、規則によって行

うわけでございますけれども、そこら辺の説明も一部足らなかったので、委員会の方では説

明をさせていただきましたけれども、皆様には説明を申し上げておりませんでしたので、そ

の辺の変更もございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 わかりました。例えば、5,000千円という予算措置をして、今回条例をつくられたわけで

すよね。一つは運用するに当たって、それなりの経費がかかるような気がするわけですけれ

ども、そこら辺について、経費等、今後予算措置として出てくるものかですね、そこら辺だ

けお伺いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 日常の費用といたしましては、支所が50円で本庁が65円ということで、大体１日115円と

いうことで、年間しますと42千円ぐらいの電気料が必要でございます。 

 それと、この録画装置のハードディスクがございますけれども、これについては、この条

例に記入しておりますけれども、１週間でずっと上書きをいたします。ディスクの上に。そ

れで、耐用年数がございまして、鮮明な映像という形であれば、２年間で大体摩耗するとい

うことで、その費用が102千円ほど、まあ年間にすると51千円でございますけれども、とい

うかかる計算で、今後費用をお願いする経緯になるかと思います。 
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 以上でございます。（「はい、終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑なしと認めます。これで議案第152号の質疑を終わります。 

 次に、議案第153号 嬉野市景観計画策定審議会設置条例について質疑を行います。質疑

ありませんか。深村議員。 

○15番（深村繁雄君） 

 この景観条例の、これについての目的と、それからどうされるのか、方向性。そしてまた、

地域的に考えておられるのか。そのようなことの基本的なお考えがあろうと思うんですけれ

ども、その点お示しを願いたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 基本的なことと申されましたけれども、これは旧嬉野町のときに、景観の計画の指定団体

ということで、県の方から指定を受けられまして、それを新市に引き継いで来ているわけで

すけれども、要は、景観については、新市の全体の景観を保つということで、そういうこと

を目的として今後進めていくわけです。 

 具体的には、いずれにいたしましても、区域の指定をしていくわけですけれども、そうい

うふうな具体的なことについては、今後審議会を立ち上げていきますので、そしてまた、庁

内には検討委員会を立ち上げまして、作業部会等を立ち上げまして、いろんな方面から調査、

研究をいたしまして、今後は進めていくわけでございます。 

 いずれにいたしましても、市民の主権を規制するわけでございますので、十分市民の方の

コンセンサスを得られるように進めていかなきゃならないと思っております。 

 そういうことで、今後、市民の意識調査なり、あるいはワークショップ等を開催しながら、

十分理解を得られるように、今後市民の協力を得ながら進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 地区についてはそういうことで、いろいろ自然の景観なり、それから、嬉野の旧嬉野町で

考えておられました古湯地区周辺の景観、それから町並みの景観ですね、それから農村地域
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の景観、あるいは歴史、文化の景観とか、そしてまた、伝建地区周辺の景観ですね。そうい

うところで、新市全体を一応対象にして、今後検討がされるべきものというふうに思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 この審議会が第４条ですね、「委員の任期は、景観計画の策定の完了までの間とする。」

という項目がございますが、大体いつごろまでにこれをやろうと思っていらっしゃるのかで

すよ、そのあたりについてはいかがなんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 委員の任期につきましては、景観計画の策定の完了までということにしておりますけれど

も、まずは景観の基本計画を策定いたしまして、そしてまた、景観区域の設定ですね、そう

いうことで、当面は景観区域の設定までということで考えております。 

 以上でございます。（「今のめどは、大体」「めどめど」と呼ぶ者あり） 

 めどについては、おおむね２年程度で景観区域の設定、あるいは基本方針を含めて協議さ

れればというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ２年程度、期間的には多分、基本計画関係がしっかりなるまでということではわかるんで

すが、ある程度、この文書に入れられないでしょうけれども、やはり説明の中で、ある程度

こういうふうに何年程度というものは目標にしているというぐらいの御説明はしていただき

たいなという気がいたしますので、よろしくお願いしておきます。 
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○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 今のに少し関連しますけれども、恐らく委員の方が、代表者は11名で、公募で４名と、合

計15名の方が審議会の委員となりますけど、恐らく、今までの審議会とはちょっと私たち初

めてですからわかりませんけど、視察とか、あるいは年間何回ぐらいされるのか、それから

予算的に、普通の審議会のいわゆる費用弁償程度で済むのかどうか、そういう点についてち

ょっと。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 年間何回程度ということでございますけれども、18年度には１回、３月までには１回開催

をしていきたいと考えております。あと、19年度以降については、予算要求の中で今後どの

程度開催していくのか、事務的に調整をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 ちょっと今のとで少し、私が言うたとに少し物足りないところがありましたけれど、例え

ば、普通の審議会は、恐らく部屋の中でやるのが普通ですけど、この場合は、視察なども恐

らくせんと、景観条例というと、頭の中でだけはなかなか描かれないと思いますから、そう

いう点では、そういうふうなこともされていかれるんですか。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 当然、視察等を含めて、審議会の今後の運営については検討しながら、予算要求をしてい

きたいと考えております。 



- 357 - 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 もう１点、結局そういうふうで、時間的にも旅費とか、あるいはいろいろありましょうけ

ど、費用弁償の範囲で、その日当は済まされるのか、それとも、別にまた組まれるのか。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 審議会の開催については費用弁償ですけども、あと具体的に視察する場合は、それ相当の

日当、あるいは昼食代、そういうことができればお願いもしていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 今の答弁で、いわゆるおおむねといいますか、大体２年ぐらいをめどに、基本計画の区域

の設定とあわせて考えておられるということなんですが、この委員さんですよね、「関係機

関、団体の代表者」というふうにあるわけですけれど、この委員さんを選出するに当たって、

要するに、この２年間という中で、あくまでも団体の代表者として委嘱をするのかですね。 

 要するに、これが１年で、仮にその方が代表といいますか、その会をおりられたと。だか

ら個人に委嘱をするのか、それとも団体の代表として委嘱をするのかですよ。そうすると、

１年でかわられるわけですよね。そこら辺の考え方はどういうふうな考えで委嘱をされるの

か、お尋ねをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 お答えいたします。 

 一応お願いといたしましては、団体の代表の方を御推薦いただきまして、その交代時期に
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なりますれば、また御承諾をいただいて、できるだけ継続をお願いすることもあろうかと思

いますけれども、丸々かわられるということになれば、また適当な方をお願いしていくと、

そういう考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 いろんな審議会とか委員会とか設置をされておられるわけですけれど、私思うとは、あく

までも何か執行部が、本当にこの審議会、あるいは委員会を大事にしているんだろうかなと

いう気がするわけですよ。これだけの基本計画を策定して、各代表の方に出てもらって、嬉

野市の今後を決めていくわけですよ。 

 だから、そこら辺を、やはり執行部としては、各団体の人におおむね２年の計画をしてお

りますと、２年間をかけてこういう景観条例をつくろうと思っていますと。だから、２年間

任期を全うできる方をできるだけお願いしますみたいな、この要請はぜひしていただきたい

というふうに思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 中身が、実に複雑多岐にわたる専門的な計画ということでございますので、ぜひ同一人物

といいますか、それらが継続できれば、ぜひそのようにお願いしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかにありませんか。はい、秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 第３条の２ですけれども、(1)で、「関係機関、団体の代表者」、団体とかはもう大体わ

かっておりますでしょうか。それから、関係機関といいますと、先生とか、何名とか、どう

いう方とか、そういうこととかですね。 

 それから、(2)の「公募委員」ですけれども、公募委員の応募の仕方とか、それから選定
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ですけれども、その辺もちょっとお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 まず、委員の方からお答えをいたします。 

 まず、委員の関係機関、団体の代表でございますが、こちらで予定をいたしておりますの

が、建設業関係の方、知識・経験と申しますか、そういう方でお願いをしたい。それから建

築士会、それから商工会、観光協会、それから伝建地区の保存会の方、それから農業関係の

方、それからまちづくりの推進を行っている方、それから青少年育成市民会議、それから

防犯協会、それから観光旅行のエージェントと申しますか、それから障害者関係の団体を

各１名ずつお願いいたしたいと考えております。 

 それから、公募につきましては、４名をお願いしたいと考えておりますけれども、期間的

に１月の市報でということでしておりますけれども、議会の議決の関係で間に合いませんの

で、地区の方にチラシを配布して募集を募りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 選定方法をお尋ねいたします。(2)の「公募委員」のですね。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 公募委員の選定の方法ですが、あくまで公募でございますので、４名でお願いをしたいと

思っておりますけれども、４名に満たないときは、また広く上司の意見を聞きまして、その

増員を図りたいと思います。（「オーバーしたときは」と呼ぶ者あり） 

 オーバーしましたときは、一応抽せんという考えでございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。はい、秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 
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 議員の傍聴はできるんでしょうか。傍聴はできますでしょうか。こっちの委員会委員の方

には入っていないみたいですけれども。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 お答えします。 

 その件につきましては、条例の中にもうたっておりませんが、その分につきましては、審

議会に諮って、その中で協議をしてもらった上で、傍聴可能かどうか定めていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 今度、景観計画審議会の設置条例ということですけれども、嬉野市としては、基本的には

どのような景観を保っていかれるのか、その点はきちっと景観審議会の中にも問題提起をさ

れたと思いますけれども、この構想をまずお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 構想ということですけれども、景観計画の目標を実現するためには、市民の皆さんと十分

協働という意識で、ひとつは新市のまちづくりという観点からも、十分基本方針をきちんと

設定する必要がありますので、今後、それは審議会等、あるいは内部の検討委員会等で協議

をしながら進めていきますので。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午前10時30分 休憩 

午前10時30分 再開 
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○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 西村議員、いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）はい、西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 所管ですけれども、委員会の席では、ここのあたりまで深くは質問できなかったわけです

けれども、いよいよ決議に当たるにあたっては、そこのあたりも十分やっぱり把握していく

必要があると思って今回質問をしたわけですが、景観といえば、集落においては、棚田とか、

いろんな地区の景観条例とか策定されておりますけれども、嬉野全体像を見ながらするとな

れば、ある程度の方向性を示しながら審議会に諮問をしていくべきじゃないかと思いますけ

れども、その点までおわかりやったら、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 企画部長。 

○企画部長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 基本方針等には、やはり今後審議会の中で検討されるべきものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第153号の質疑を終わります。 

 次に、議案第154号 嬉野市税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。質疑

ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 これちょっとそのときも疑問に思ったんですけど、いわゆる民族学校のためにこの条例を

つくるんですか。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 
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 今、議員指摘になったのは、議会の冒頭、第１条に規定する「等」ということで、「等」

を入れたことが、民族学校を指すものでございます。 

 これを改正するのは、今までも、この入湯税の課税の免除はあったわけですけれども、来

年開催される高校総体でたくさんの方が見えられるわけですけれども、そういうふうな面と

か、あとは、修学旅行とかは以前もあったわけです。 

 それで、学校行事等に基づいて、嬉野市を訪れる方たちを免除するということが主たる目

的でございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 はっきり言うてくださいよ。「学校教育等」ということで、「等」で入ってくるのは民族

学校だけですかと言うんですよ。それだけだったら、それだけて言うてください。再度。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 これは学校教育に類する教育を行う各種学校ということでございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 154号の中で、私は塩田ですから、この入湯税というと余りわかりませんでしたけど、こ

の改正案ですね、現行と、まず大きく変わるところをちょっと説明を、現行を読んでみても、

改正案を見ても、ある程度見ておりますけど、12歳の者が今度廃止になったとか、それから

もういっちょ、今度後期高齢の75歳以上ということもほかの条例でありますけど、75歳以上

の高齢者あたりについてはどういうふうなことを考えてはおられないのか。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 
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 お答えをいたします。 

 新旧対照表を見てもらえればわかりますけれども、その中で、改正案の中で、「地域住民

の福祉の向上を図るため、市等が市民に使用させることを目的として設置した施設に入湯す

る者」ということで、老人福祉センターとか、あと湯っくらーとなんかで利用されていただ

いている方も課税の免除と、これは従来からそういうふうに行っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 ここにね、現行では12歳と限定した等々ありますけど、今度私が改正したから、75歳とい

うのは入るようなことは考えられないかということを質問しよるわけです。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 ここら辺は老人の方、75歳以上すべての方をというふうなことはいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員、いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）ありますか。平野議員。３回目ですよ。 

○19番（平野昭義君） 

 はい、これで終わりです。 

 この免除のことについては非常に難しいところもありましょうけど、今までも12歳未満と

いうことは、６年生未満ですかね。今度は75歳という人は、特に今度は、県の方で10市10町

と後期高齢のちゃんと名簿とかなんとかはっきりしますから、そういうのを何か、例えば、

もちろん湯っくらーととか福祉施設はありましょうけど、それに該当しない人ですね。それ

を利用しない人が免許証のようなものを与えて、これを持ってくれば要りませんよというふ

うなことはできませんかと言っている。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 
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○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 先ほどお答えをいたしましたように、現段階では考えておりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第154号の質疑を終わります。 

 次に、議案第155号 嬉野市災害被害者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正

する条例について質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第155号の質疑を終わります。 

 次に、議案第156号 嬉野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑を行

います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第156号の質疑を終わります。 

 次に、議案第157号 佐賀県市町総合事務組合の設立について質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第157号の質疑を終わります。 

 次に、議案第158号 佐賀県市町村職員退職手当組合の解散について質疑を行います。質

疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第158号の質疑を終わります。 

 次に、議案第159号 佐賀県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分について質疑

を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第159号の質疑を終わります。 

 次に、議案第160号 佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合の解散について質疑を行い
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ます。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第160号の質疑を終わります。 

 次に、議案第161号 佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合の解散に伴う財産処分につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第161号の質疑を終わります。 

 次に、議案第162号 佐賀県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散について質疑を

行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第162号の質疑を終わります。 

 次に、議案第163号 佐賀県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第163号の質疑を終わります。 

 次に、議案第164号 佐賀県市町村交通災害共済組合の解散について質疑を行います。質

疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第164号の質疑を終わります。 

 次に、議案第165号 佐賀県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について質疑

を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第165号の質疑を終わります。 

 次に、議案第166号 佐賀県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について質疑を行

います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第166号の質疑を終わります。 

 次に、議案第167号 佐賀県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第167号の質疑を終わります。 

 次に、議案第168号 佐賀県自治会館組合の解散について質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第168号の質疑を終わります。 

 次に、議案第169号 佐賀県自治会館組合の解散に伴う財産処分について質疑を行います。

質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第169号の質疑を終わります。 

 次に、議案第170号 佐賀県後期高齢者医療広域連合の設置について質疑を行います。質

疑ありませんか。山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 高齢者の医療広域連合ですけれども、いわゆる75歳から65歳の障害の方を対象にというこ

とで、広域で行うということなんですけれども、まず、本市における該当者というのは何名

ほどになるのか。それともう一つは、派遣する職員ですね、準備段階と本実施というのが20

年４月ということで、１年ちょっとあるわけですけれども、それについて、派遣職員につい

てはどういうふうな形になるのかですね。 

 広域で行うことに対しては、反対ということはないんですけれども、いわゆる広域にする

ことによって、住民意思の反映というのが非常に困難になるのではないかというふうに危惧

をするわけですね。保険料などが高齢者のいわゆる実態からかけ離れたところで決められて

いくという懸念があるわけです。 

 そこで、広域連合がいわゆる国の言いなりといいますか、保険料の取り立てとか、いわゆ

る給付抑制の出先機関とならないかというふうに危惧をされているわけですね。 

 規約を見てみますと、いわゆる市町村議会への報告義務なんかはやっぱりうたっていない

わけですよ。それともう一つは、後期高齢者のいわゆる意思の反映とか、いわゆる公聴会を

開くとか、こういう部分を規約の中には全然うたっていないし、情報公開、この辺の徹底な

んかも全くうたっていない。 

 今日の情勢の中で、やっぱり広域連合あたりが非常にかけ離れたところに遠くなっていく
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ということで、報告義務をうたってあるところもあるようであります。あるいは情報公開に

ついても明確にうたってあるところがあります。そこら辺についてはどのようなお考えなの

かですね。 

 その３点になりますか、お伺いをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 まず、ちょっと該当者の数字を手元に持ち合わせがないんですけれども、まずは補助職員

ということで、職員の体制が26人の配置を予定されております。嬉野市からは１名派遣する

ように予定がございます。 

 それから、あといろいろ報告義務とか情報公開の件ですけれども、これが準備委員会を９

月１日に設置をされまして、県下の各市代表、町の代表の方で準備委員会が設置されており

ます。その中で、この中の別添という形で、案でお示しをしているところです。ちょっとそ

こら辺は確認を、今のところはしておりませんでしたので、今の段階ではちょっとわかりま

せん。 

○議長（山口 要君） 

 対象者わかりますか。本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えいたします。 

 75歳以上の人口ということで、嬉野市においては3,976名となっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 ひとつ派遣社員の関係ですけど、これから始まるのは準備段階ですよね。20年４月からが

いわゆる準備、本実施になるわけですけれども、それについては、準備段階から派遣をされ

るものかということだけお答えをいただきたいと思います。 

 それともう一つ、いわゆる規約の中に報告義務、市議会に対する報告義務とか、こういう
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のをぜひ入れてほしいというのは、いわゆるこの案でも見ますと、本市から多分１名の議会

の議員だというふうになるわけですね。それで、その責務というのは非常に大きくなるわけ

ですけれども、従来の広域を見ても、やっぱりもう、例えばし尿取り、消防、いろいろあり

ますけれども、なかなか末端の議員には何も伝わってこないという状況があるわけです。 

 今、議会に出るときも、何かほかの議員の意見も聞いて議会に臨むとか、こういうことも

全くないわけですよね。私が言いたいのは、そういう状況であるので、広域連合、この広域

連合については規約の中に報告義務とか、あるいは対象者、75歳以上の意見を聞く反映の場

を、やっぱり規約でうたったらどうなのかということを御提案申し上げておるわけです。 

 ぜひ市長、担当課にお願いしたいのは、今後機会があれば、以上のようなことをぜひ具申

をしていただきたいなということなんですけれども、市長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる議会への報告義務を規約の中に入れていくかどうかということだろうと思います。 

 ただ、まだ私も詰めておりませんけれども、議員御発言のように、この構成する議会の中

に、議会の議員さんが御出席をいただくということになりますと、当然それぞれの統括、当

該の議会の中で、選出された議員さんの責務として、やはりこの御報告、協議されるという

ことがあるんではないかなと理解しておりますけれども、以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 そこは広域に、今でもそうなんですけれども、行っている方の議員の考え方だろうと思う

んです。どこにもそういう報告しなさいとなっていないわけですよね。 

 私が言いたいのは、そういう状況であるんで、非常に大事な問題でありますので、今回、

広域連合のこの規約の中に、やっぱり報告義務というのを入れた方がいいんじゃないかとい

うことを申し上げているわけです。 

 広域、情報公開についても、やっぱりそれなりに検討すべきだということを申し上げてい

るわけです。 
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 もう一つなんですけれども、じゃあ後期高齢者については、このような広域連合で組織を

つくっていくというふうになっていますけれども、前期高齢者について、いわゆる65歳以上

から74歳までの方については、どのような今後対応がとられるのかですね。 

 そこら辺について、わかっておられれば御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 65歳から74歳までの前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入をし、保

険者間での医療費の負担等に不均衡が生じているということから、これを調整する制度を創

設するということになっております。 

 現行の退職者医療制度については廃止をするということで、新しい現行制度からの円滑な

移行を図るために、平成26年度までにおける65歳未満の退職者を対象として、現行の医療制

度を存続させる経過措置を講ずるということになっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 この65歳以上74歳まで、前期高齢者については調整制度を導入するというふうに今言われ

ましたけれども、例えば、具体的にでもいいし、調整制度というのはどういうことが講じら

れていくのか。そこら辺わかっておられれば御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えいたします。 

 現時点では、一応創設をするということになっておりますけれども、中身については、ま

だ今のところ把握しておりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 



- 370 - 

 ほかに質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 山田議員の関連質問ですけれども、今回の制度の設置に当たっては、佐賀県下全域という

ふうなことで計画をされますけれども、税の二重投入ということで私は考えておりますけど、

均等割について、内欄の別表を見れば、10％負担、それから人口割が45％、高齢者人口が

45％というようなことで計上されておりますけれども、これは設置された場合、どのくら

いの税投入を必要とするのか、その点までおわかりやったらお尋ねいたします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 現時点では、まだ詳しいところまではわかっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 もう一つですが、２ページの「市のうち75歳以上の人口の最も多い市、町のうち75歳以上

の人口の最も多い町、各１人」が、この広域連合の議員定数となっておりますが、この一番

多い町がどこの町なのか、市なのか、あわせてその点までおわかりやったらお尋ねしたいと

思います。 

 そしてまた、先ほど言われましたけど、75歳以上の本市の人口ですね。3,976人と言われ

ましたけれども、高齢化率はどのようになっておるのか、お尋ねしたいと思います。県下を

比べて上位何番目ぐらいなのか、その点まで示して、できればお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 まず、議員の方で多い町ということですけれども、今のところ白石町から１人ということ

になっております。 
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 そして、前段で税関係の負担ということでしたけれども、これは医業給付費等に係る経費

の５割を公費で見まして、（「５割」と呼ぶ者あり）ですね。そして４割を現役世代から支

援金という形で支えることになっております。あとの残り１割を後期高齢者の保険料で賄う

ということになっております。 

 あと、高齢者率とかはちょっと今把握できておりません。済みません。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第170号 佐賀県後期高齢者医療広域連合設置について

の質疑を終わります。 

 次に、議案第171号 損害賠償の額を定めることについて質疑を行います。質疑ありませ

んか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 この事件の概要を大体書いてありますけど、長崎県の波佐見町からわざわざ遊びに来られ

てけがされたと。その遊具ですね、遊具は日ごろ点検をされていたのか。それから点検簿は

あるのか、各市内の遊具のいろいろ遊ぶ道具がありましょうけど、そういうふうなものをつ

くっておられるのか。その二つだけちょっとお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 この遊具につきましては、みゆき公園内にある手すりを持ってぶらぶらするような遊具で

ございます。それで、ちょうど手すりが、もう経年経過で木のところだったもんですから、

ささくれたような形で、それを右手に、指のつけ根のところですけど、薬指のつけ根のとこ

ろに刺されたということで、それは、そのときはそうなかったんですけれども、ずっと痛み

がとれないということでしたので、こういう形になっております。 

 ただ、その後、全地区の部分をほとんど点検いたしまして、ここの部分はきれいに上にカ

バーをつけておりまして、危ないところの点検の補修は済んでおります。 

 以上です。 
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○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 ここに古川清美様ですけど、清美様だけでは、大人なのか子供なのか。それとも、そこで

遊んでおられたのは団体の中の１人なのか、それとも家族で来られたのか、損害賠償ですか

ら、少なくとも税金が投入されるわけですけど、やっぱりいろいろな人によっては、いろい

ろのけがの内容を、告知をどうするかという、いろいろありますから、そういうふうな団体

だったのか家族だったのか、それとも１人やったのか、そういう点までわかれば。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 確かに、個人情報等もありまして、この議案の中にはこれだけしか書いておりませんけれ

ども、年齢は41歳で、御家族で子供さんを連れて御夫婦でお見えになっていたようでござい

ます。けがの賠償については、このような形で入院費と交通費関係を算定して出しているわ

けでございますので、本人にも了解はいただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 ３回目ですけど、嬉野市内にはいろいろ子供の遊びはありますけど、例えば、危険ですね、

危険と思われるようなところには、今はやっぱり表示というか、注意とか、何かやっぱりし

ておった方が、我々の、結局市の立場としては、何かあったときにですね、これは危なかと

こは何も書いてもおらんやっかとか、いろいろ文句言われる人も今はおると思います。です

から、危険な高さを、例えば、５メートル、３メートル仮にあったとしたら、そういうとこ

ろにもやっぱり、それなりの遊び方の内容を説明するとか、あるいは危険なら危険と、そう

いうふうなことも親切にしている方が、私は後々の問題に、こちらの対応がいいと思います

けど、そういうことは考えられますかね。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 
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○総務部長（中島庸二君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御指摘のとおり、すべての施設についてもう一度点検をいたしまして、表示ができる

ものについては表示をしたいと思いますので、その分、議会終了後、点検をすぐいたすよう

にいたしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第171号の質疑を終わります。 

 次に、議案第172号 市道路線の廃止について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第172号の質疑を終わります。 

 次に、議案第173号 市道路線の認定について質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第173号の質疑を終わります。 

 議案審議の途中ですが、ここで11時５分まで休憩をいたします。 

午前10時57分 休憩 

午前11時５分 再開 

○議長（山口 要君） 

 それでは、休憩前に引き続いて議案審議を行います。 

 議案第174号 平成18年度嬉野市一般会計補正予算（第５号）について質疑を行います。 

 まず、議案書１ページから８ページまでについて質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで８ページまでの質疑を終わります。 

 次に、事項別明細書、議案書９ページから20ページ、歳入予算全部について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで歳入予算20ページまでの質疑を終わります。 
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 次に、歳出、事項別明細書21ページから27ページまで、第２款．総務費及び第３款．民生

費について質疑を行います。質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 21ページですね、21ページの財産管理費ですね、その中に、まず役務費、通信運搬費とい

うことで今回増額をされておられます。一応、本支所間の電話料の増ということでお伺いは

しているわけでございますが、今回の750千円すべてが本庁、支所間の電話料なのかどうか、

まずその第１点と、現在までの大体どれぐらい通話料としてかかってきているのか、その辺

についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 

 お答えいたします。 

 役務費、電話代ですね。これの増、750千円をお願いしておりますが、本庁、支所間だけ

で750千円ということではございません。トータルで見まして、年間の見込み額に今の予算

等を見合わせまして、これぐらい足りないんじゃなかろうかということでやっておりますが、

その原因としまして、昨年の実績を見て予算化をしているわけですけど、本庁、支所間の分

がふえているんじゃなかろうかという推測を立てているところでございます。 

 それと、実績といいますか、３月までの見込みですね、2,525千円程度じゃなかろうかと

見ております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 2,525千円見込みということですが、これがあくまでも電話の通話料と見ていいんですか。

先ほどの説明でいけば、結局、本庁、支所間の通話料というのは多分わからないというふう

なお話を受けたわけですよね。電話料の中で結局、どの回線がどうのこうのというのは多分

わからないと思うんですが、だから、この2,525千円というのは、あくまでも、その支所間、

あるいは県庁とかいろんな外線を使ったときの電話料の見込みと考えていいわけですかね。 

○議長（山口 要君） 
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 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 

 はい、お答えいたします。 

 市外通話ですね、本庁、支所間は市外通話扱いになります。それと、佐賀にかけようと福

岡にかけようと市外になるわけですけれども、トータルで見まして2,500千円程度の予算委

が必要じゃなかろうかということで算定しまして、不足額を750千円計上させてもらってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにありませんか。はい、田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 21ページの企画費の賃金と委託料、ここら辺についてお聞きをいたしたいと思いますが、

この賃金の臨時職員が２人退職というのはお聞きをしております。これ楠風館のことだとい

うふうに思いますが、あと委託料で、管理業務で746千円増額をされておるわけですが、２人

退職された分の、いわゆるこれは、要するに人的に委託料として管理業務をシルバーの方に

お願いをするということだろうというふうに思いますが、ここら辺の人数の２人退職をされ

て、どういうふうな形での管理業務の委託となるのか、お聞きをいたしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 企画課長。 

○企画課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 ここの企画費の賃金と委託料はセットになっております。 

 まず、賃金の方ですけど、当初本館の事務の１人と、それから展示館の方ですね、こちら

の方の受付に１人、合計２名の方を雇っておりました。 

 ６月の議会でもお願いしましたけれども、指定管理者に移行という形をとるということで、

実は本館の１名の方が９月末までしか期間がなかったということで、その後、指定管理者を

お願いしたいということでしておりましたけど、それができなかったものですから、本館の

方については、総務課の方の予算の方で、派遣会社の方から派遣していただくという形をと
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っております。 

 もう一つ、展示館の方ですけど、ちょっと病気入院をされまして、８月いっぱいで退職と。

退職願が出ましたので、その方が空席になったということで、そちらの展示館の方に、今度

シルバーの方から派遣をお願いいたしまして、今１名来ていただいております。 

 そういうことで、2,090千円の賃金の減額と、シルバーにお願いする委託料の746千円、こ

れが増額という形になっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 人的には、じゃあ減ったということで解釈していいわけですか。その２名退職になるわけ

ですよね。本館から１名、ちょっとそこら辺……。 

○議長（山口 要君） 

 企画課長。 

○企画課長（三根清和君） 

 人的に言いますと、増減はございません。本館の方は、９月いっぱいで期限が来られまし

たけれども、その後派遣会社の方からの派遣職員として配置をいたしております。 

 展示館の方ですね、８月いっぱいで病気退職されましたので、その方のかわりにシルバー

の方から１名来ていただいているということになります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかには。はい、神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 関連ですが、その派遣会社からの派遣職員ですよね、このあたりのそしたら給与というの

は、最初に総務課の方からということで御説明を受けたんですが、その点については総務課

の予算の中で引き続いて見られているというふうな解釈でよろしいわけですかね。 

○議長（山口 要君） 

 企画課長。 
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○企画課長（三根清和君） 

 議員御発言のとおりでございます。同じ方になりますけれども、派遣職員として来ていた

だいているということになります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 21ページの一般管理費の中の、これは工事請負費ですね。市民憲章碑改修工事費ですかね、

これが説明はこの間ちょっと聞いておりましたけど、本当に２カ所にされるのか。それから

ら、憲章に応募された方が68件やったですかね、この文言あたりを、今ある憲章を全部すり

つぶして新しくしていくのか。そいけん、まず１カ所か、それとも２カ所かということと、

文言の内容ですね。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 この改修工事については、本庁舎、総合支所とも玄関わきに両方ともありますけれども、

その分について２カ所改修するものでございます。 

 それと、当初の提案のところで若干説明申し上げましたけれども、この石盤につきまして

は、御影石でもしやれば、１カ所2,000千円程度かかるんじゃなかろうかということで、予

算の見積もりをいただきました。それで、4,000千円ぐらいになりましたので、それでは、

こういう時代ですので、できるだけ安く仕上げようということで、一応2,000千円、１カ

所1,000千円ということでお願いをしております。 

 ただ、この中身につきましては再度検討いたしまして、委員会の方からも指摘がございま

して、どのような形がいいのか、もう一回検討をさせていただきたいと思っております。 

 ただ、今市民憲章を締め切らせていただきまして、68ございましたけれども、この審査の

中で、どのような文言で字数がどのくらいになるかというのがまだ決定しておりませんので、

決まり次第にどのような形で取りつけるかというのは、今後の推移を見ながら検討させてい

ただきたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 なるほど、総合支所でも結構かかると思いますけど、仮に佐賀市あたりが合併して、本庁

が佐賀市やったと。そうすると、各もとの庁舎は恐らく支所の出先機関のような形になりま

すけど、そうした場合を考えていけば、同じものをどこでもつくって、同じ人の名前を載せ

ていくのかとなれば、何かこう不自然になりますから、私は本庁は本庁として、そこにあっ

て、支所はどっかの会議室とかなんとかに掲げられてもいいんじゃないかというふうに思い

ますけど、あなたたちが一応大体２カ所決定はされておると聞きますけど、本当は本庁があ

って、支所はたまたま部屋の中でもいいじゃないかというふうに、私は思いますけどね。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 確かに、議員のような御意見もあるかと思いますけれども、ただ、この市民憲章が、嬉野

市が発足したときに総合支所方式ということをとっておりますので、片一方に一つだけとい

うのは、非常に市民の方になじめないんじゃなかろうかと思います。 

 また、それと、これを設置されているところが、非常に画台が立派でございまして、これ

を片一方して、両方とも非常にお金をかけてつくってありますので、その部分を片方放置し

ていいものかどうかというのは非常に疑問だと思いますので、できれば２カ所お願いするも

のでございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかにありませんか。はい、山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 26ページに移りますけれども、２目の障害者福祉費の20節なんですけれども、今回、通所

授産施設に通う人の奨励金の問題です。 

 自立支援法が制定して以降、障害者の団体の方も、いろんな問題があるということで意見

を申されてきました。今回、県のいわゆる軽減策に伴って提案されたことに、若干の評価も

するんですけれども、これを見てみますと、１日340円の軽減策というふうになっておりま



- 379 - 

すけれども、その340円という根拠ですね、これについてお伺いをいたします。 

 それともう一つは、いわゆる障害児の施設ですね、これが本年の10月から、利用者のいわ

ゆる１割負担と、それと食費と光熱費ですね。これは実費負担となったわけであります。そ

の負担増の額ですね。家庭の負担増の額はどのくらいと把握をされているのか。そして、今

回の軽減策ですね。ここについては何％の軽減策となっているのか。 

 この２点についてお伺いをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 お答えします。 

 通所授産施設等の活動奨励金支給助成事業、それから、もう一つ下の障害児施設と利用者

負担軽減事業ということで、これは県の方が、ことしの12月から実施をされるということで、

その支給単価につきましては、県の方の支給要綱の中で340円と規定をされております。 

 これにつきましては、この規定の根拠につきましては、著しく負担がふえた部分というこ

とで、その一部の助成ということでございまして、対象者がいらっしゃるのが、説明申し上

げますと、これが日数で340円をお受けして、一月当たり22日ぐらいになるということで、

上の方の通所授産で38名、それから、下の方で大体８名程度の予算ということで、そういっ

た予算措置のお願いをしております。（「障害児施設」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（本庁）（大森紹正君） 

 お答えいたします。 

 340円の根拠といたしましては、低所得者の１の方が、社会福祉法に減免後の金額が7,500

円ということで、これを大体月に通所される日数、22日に割った場合、340円で7,500円程度

になるということが根拠でございます。 

 それと、施設関係の費用負担がどのくらい増減があるのかということ。平均的には15千円

から約30千円ということですけれども、それ以上の御負担をされている御家庭もおありにな

るとは思います。 

 補助率につきましては、法施行前の負担されていた額と自立支援法施行後の負担額との誤
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差額を２分の１補助いたしますということでございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 今回の軽減策というのは、いわゆる授産施設、通所者に対する軽減策と、もう一つは、い

わゆる障害児施設の利用者に対する、家族に対する軽減策なんですよね。 

 担当課も御存じのとおり、この自立支援法が制定されて、いわゆる事業主、事業者が非常

に困っておられるということは十分承知だと思うんですよね。それは一つは、日割化に変更

になったということなんです。 

 事業者の実態ですね、収入面も含めて、そこら辺についてはどのように把握をされている

のかお伺いをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 お答えします。 

 各施設とも月決めの措置からの日数の利用者の実数に基づく支援費というふうな形で、大

幅に減収になっていることは確かでございます。そのためには、ある施設では、いろんな形

で経営努力をされておりまして、できるだけ利用者に迷惑をかけないような形での施設運営

ということで、若干程度、その職員の数を減らすとか、そういったような努力もされている

ようです。 

 ただ、市としましても、できるだけ施設の過重な負担がないような形で、今後とも施設の

運営については実態を把握しながら、できる分については行政の方で、できるだけ仕事の量

をふやすとか、そういった形での努力を続けていきたいと思っております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 利用者、いわゆる授産施設等についてやっぱり訪問してみますと、やっぱり日割化によっ

て非常に経営が厳しくなったということで、一つは、そこに働く人の給与削減もあっていま

すし、俗に言うリストラもあっております。そうしないと、事業所としてやっていけないと
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いう実態があるわけですよね。悲鳴を上げられております。 

 そこら辺について、今後県あたり、市も含めてなんですけれども、いわゆる支援策という

のが今一つだけ言われましたけれども、そのほかに具体的に考えておられるのかですね。 

 そこら辺と、もう一つは市長にお聞きしたいんですけれども、私が議会の一般質問の中で、

いわゆる軽減策を市独自でしたらどうかという話をしました。そのときに市長は、やっぱり

近隣の市町とのバランスもあるので、広域でもって検討してみたいという御答弁をされてい

るわけですけれども、そこら辺について、広域に、いろんな武雄、鹿島とかに話を持ちかけ

られた経緯があるのか、そこら辺だけお伺いをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前の一般質問の際にお答え申し上げましたのは、議員御承知のように、今年に入りまし

てから、唐津の方で九州地区全体のシンポジウムがあったわけでございまして、その席で、

私もそのように発言をしてまいったものを受けて、そのまま発言をさせていただいたところ

でございます。 

 それで、今先ほど担当部長も申し上げましたように、今回、いろんな施設の方から御意見

等もいただいております。そういう中で、どうしていくのかという中で、まず一番多かった

のは、やはりこの通所の方が、非常に費用が困難になられて、通所を断念しておられる方が

非常に多いというふうなことでございました。そういう点で、私どもも県の担当部に対して

は意見を申し上げていったわけでございまして、そういう点で、今回、県の方が新しく施策

を立てられるというふうな情報がありましたので、それを待って今回予算組みをしたという

ことでございます。 

 そういうことで、施設自体の課題については、まだ具体的には議論はあっておりません。 

 以上でございます。（「もう一回」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 今回までね。はい、どうぞ。 

○20番（山田伊佐男君） 

 私が最後にお聞きしたのは、要するに、地域間のバランスが出てくると。例えば、嬉野市
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だけ軽減策を講じていくならば、近隣とのバランスも、それは確かにあるわけですよね。嬉

野の軽減策があるなら、嬉野市と受けられたらいいわけで、施設としては得策なんですよね。 

 市長に申し上げたのは、いわゆる広域でもってできるようなことで、近隣に話してみたい

という答弁をされたもんですから、その経緯をちょっとお聞きしておるわけです。 

 それともう一つやっぱり、最後に申し上げたいのは、この支援法については、当初からや

っぱり問題点が多く指摘をされてきたわけですよね。 

 つくった方の中央の官僚もそうですけれども、なかなか変えたくない、国会も通ったと、

こういう状況なんですよね。しかし、これはもう明らかに、やっぱり大変問題がある法であ

りますので、ぜひ市長においても、関係施設等のやっぱり意見、状況をもう少し把握をされ

て、やっぱり国、県あたりに意見を具申をしていただきたいと、申し上げていただきたいと

いうことを申し上げ、さっきの答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 再度のお答えになりますけれども、あのときの議論につきましては、要するに、通所の方

について非常に厳しくなっているという情報がありましたので、私どもとして考えられない

かという御質問に対して、県外の大分県あたりがあっておりましたので、私としても独自で

考えるということよりも、広域でということで御発言申し上げたわけです。 

 その結果──その結果と申しますか、それと同時に、先ほど言いましたように、佐賀県の

方で、要するに通所の方の負担を少なくするための議論が始まったということを聞いており

ましたので、その結果を待っていたと。そして、それが今回の予算組みになったということ

で、今お答えを申し上げたとおりでございます。 

 ですから、先ほど申し上げましたように、通所授産施設のいわゆる経営者の方ですね、そ

れについての議論はまだいたしておらないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 
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 26ページ３目19節、これはどういうふうに読むんですか、これは「広域連合等」というの

が入っているのは、広域連合以外にも金を出すんですか。 

 それから、「分賦金」って、これは今まであんまり聞いたことないような言葉遣いなもの

で、この言葉がどういうふうにここは読めばいいのか。「等」というのは何なのか。何に使

うのか。この点について御説明願います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 これは、先ほどの広域連合の設置の方も出たわけですけれども、これは広域連合の方に支

払う分賦金です。 

 ちょっと中身について御説明をいたします。 

 18年のことしの９月の１日に準備委員会が設置がなされまして、今実施に向けて準備がな

されているわけですけれども、その準備委員会の分とか、あるいは適正化事業分と、そして

正式に２月１日に設置されてからの連合会の予算の分の、合計して1,901千円でございます。 

 この「等」が入っているのは、向こうからもそういうふうなことで、「等」が入って分賦

金の請求があっているわけですけれども、これは老人医療の適正化事業分が中に入っている

ということで「等」が入っているんじゃないかと思うんですけれども、これは、国からの補

助金が20,000千円ございまして、その分の２分の１を構成市町が支払うようになっておりま

す。 

 この分は一応、佐賀市の方が窓口として受け入れて、それぞれ各市町が、その人口に基づ

いて算出された、内訳で381千円になっていますけれども、ここら辺が入っているんではな

いかと思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 分賦金の意味。本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 後期高齢者の広域連合等については、現在、準備委員会ということで事務がなされており
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ます。先ほどの規約の議決ということをお願いしておりますけれども、２月からが広域連合

ということになります。ですから、広域連合と準備委員会も含めてということで、「広域連

合等」ということで表現がされていると思っています。 

 それと、分賦金については、いわゆる負担金ということになると思うんですけれども、分

けて賦課するという、そういうふうな意味で分賦金という表現にされていると解釈をしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかには。はい、野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 同じ26ページなんですが、２目の障害者福祉費の中で、心のバリアフリー推進事業という

負担金が、金額には45千円、小さな金額なんですけれども、減額をされております。この減

額をされた理由、それから過去に心のバリアフリー推進事業というのが、どのような形で展

開をされたのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 お答えします。 

 心のバリアフリーの推進事業ということで、当初で45千円計上いたしておりましたけど、

これは県の事業の負担金というふうな形での予算の計上であったわけです。県が平成17年度

まで、昨年まで５年間の事業を継続してやっていらっしゃいましたけど、17年度で一応この

事業を心のバリアフリー推進事業実行委員会というのが県でお持ちになって、各市町村協賛

をするというふうな形でのイベントであったわけですけど、こういったものが中止になった

ということで、これは既に目的である障害者に対する普及啓発が達成をされたということで、

廃止の理由でございます。代替事業としましては、障害者の作品展ということで、これは県

の単独事業ということで、今後切りかえをされまして、予算的に大規模なイベントではない

ということで、今回はこの心のバリアフリーの負担金については、県の方から要請がなかっ

たということで、今回は削除をしております。（「過去のは。過去の事業は」と呼ぶ者あり） 

 過去の事業につきましては、講演会、これは講演会がありまして、それで会場の借上料と
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か講師の講演料、それから障害者の作品展、これは民間のスーパーあたりを利用されたもの

でございます。 

 それからふれあいバザー、これは授産施設等の作品の展示販売等がなされまして、平成17

年度で全体の事業費が4,430千円程度の事業であったかというふうに聞いております。 

 以上でございます。（「ちょっと、あとどこかに変更されたということの説明があったよ

うですけれども」と呼ぶ者あり） 

 これを、18年度から障害者の作品展のみを行うということで、これを県の単独で行うとい

うことで変更がなされております。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 障害者の方は非常に、健常者と比較してギャップを持ちながら生活をしておられるわけで

すね。特に、障害者に対する心のバリアフリーというのは、絶対的に必要な業務じゃないか

というふうに私は理解をするわけです。 

 ただ、作品展だけで本当に心のバリアというのがオープン化されるのかどうなのかという

ことが、私は疑問に思うわけです。嬉野市として、今後の対応として、どのような対応をさ

れるのか、そこら辺の具体的な考え方をお持ちじゃないですか。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 お答えします。 

 心のバリアフリー、これは障害者と市民の方がふれあい、ともに楽しめるさまざまなイベ

ントと、そういったことを県の方でされていたわけです。 

 現在、市としまして、特にそれに類するようなイベント事業は現在のところ行っておりま

せん。高齢者の方は高齢者のいろんな作品展とか、そういった文化活動もなされております

けど、今後、そういった団体の代表の方、あるいは直接施設等で入所をされている障害者の

方々の意見等を聞きながら、そういったものを含め、今後検討をしていきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 
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○14番（野副道夫君） 

 今のところ、今後の対応については考えていないというような御答弁でございますけれど

も、今の世相から考えてみますと、結局、いじめがあって自殺をしたとか、あるいは虐待に

遭って命を絶ったとかというような、健常者の中でもいろいろなそういった非常に難しい時

代に直面をしておるわけです。 

 特に、子供たちの場合には、そういった危険の中に、危険の真っただ中にあるわけでして、

やはり障害者については、特にそういった問題があるんじゃないかというふうに私は思うわ

けですね。 

 だから、今後は要するに、障害者のみならず、健常者まで巻き込んだところの本当の意味

での心のバリアフリーという施策をとっていただきたいということをお願い申し上げておき

たいと思います。 

 ここら辺について、市長の考え方を一言だけでいいですから、お聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 この心のバリアフリー推進事業につきましては、ちょっと私も記憶に間違いがありますと

申しわけありませんけれども、実は町村会のときに、町村会の代表として、これの委員を務

めておったんじゃないかなと思います。実は、県の方の協議会がございまして、それで、先

ほど部長申し上げましたように、この作品展とかそういうものを、佐賀市内の大きなデパー

ト等を借りまして、絵画とか、それからいろんな工芸品あたりを展示したり、講演会等があ

ってきたわけでございます。いわゆる一般の方とのふれあいという意味では、非常に幅広く

活動をしてこられたんではないかなと思っております。しかしながら、この開催されるにつ

いては、非常にそれぞれの施設の方の負担が大きいというふうなことがあって、なかなか広

がりができなかったというふうな反省点も出ておりました。今回、また見直されるというこ

とでございますので、期待をしてまいりたいと思います。 

 実は、嬉野市におきましても、ことし１年間経験させていただきましたけれども、例えば、

塩田地区の施設の中でも、一般の方が参加されて、いろんなイベントもあっておりますし、
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また、陶芸作品あたりを障害者の方がつくられたのを一般の方が買われるとか、また、それ

は塩田地区でございましたけど、嬉野地区では、また障害をお持ちの方の体育大会に、中学

校の子供たちが参加して一緒に音楽とスポーツを楽しむとか、そういうのがあっております

ので、今議員御発言のような、交流をしていくということが非常に大事なことであろうとい

うふうに思っております。そしてまた、健常の人にとっても、学ぶべきところも非常にたく

さんあると思いますので、今回、絵画展自体は継続するということでございますので、私ど

もも、これから機会があれば、そういう点でも取り組みができればというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。はい、神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 １ページの方に戻りたいと思います。 

 21ページの、また財産管理費の中の清掃費なんですが、これは給茶器の清掃管理というこ

とで伺っているわけですが、これ月当たりで換算すれば100千円近くになるわけですよね。

どういうふうな清掃業務なのかなという点ですね。 

 それから、ページ変わりますが、22ページですね。 

 公会堂費の今度修繕ということで、どんちょうの修理が計上されております。直接これと

は結びつかないかもわかりませんが、前回、体育館の方で音楽祭が開催されました。そのと

き、どんちょうが途中でとまったんですよね。子供たちの合奏でしたか、合唱でしたか、顔

が見えたからよかったものの、途中でとまってしまって、ちょっと、仮に２階からだったら

多分見えなかったんじゃないかなという気がするわけですよ。そういうときに、これ電動で

すよね。手動で簡単に結局、上げ下げができないものなのかなと。今回の公会堂もどういう

どんちょうなのかちょっとわかりませんが、これもたしか上げ下げにちょっと不備があって

今回修理されると思いますが、このあたりも、体育館と公会堂も含めて、この手動での操作

はどうなっているのでしょうかという、まず２点をお尋ねしたいと思うんですが。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 
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 まず、１点目の清掃費等のところのシルバーの委託清掃ということで、前もって回答を差

し上げておりましたけれども、この分につきましては、「清掃等」という予算書の表現をし

ておりますが、この中には、例えば、電気の保安とか、消防設備とか、いっぱい含まれてお

ります。そういった中で予算のやりくりをしておったわけですけど、最終的に290千円程度

が足りなくなると。流用でお願いをしている部分がございます。 

 その一つの原因に、シルバーさんにお願いをした給茶器の湯飲みの茶碗洗いですね、そう

いった分とか、茶っ葉の補給とか、そういうのをお願いしております。そういった部分もご

ざいますので、全体的に足りなかったんですけれども、このシルバーさんの部分も幾らか足

りないだろうというところでの290千円のお願いでございます。 

 もう１点の公会堂の幕の修繕でございますけど、これは上がり下がりじゃなくて、両わき

に開く、引く幕でございます。 

 この分につきましては、実は11月の終わりだったですかね。子ども文化祭がございまして、

そのときもちょっと調子が悪かったものですから、その際は応急的に手動といいますか、係

員を置きまして、開けたり閉めたりやったという経過がございます。すべて電動になります

と、そういったことができませんけれども、公会堂の場合は、今のやり方をちょっと一部修

繕するというところで、本来は予算的には700千円ぐらいかかるわけですけど、既決の予算

がございますので、今回500千円の予算をお願いしていると。 

 体育館の方は、恐らく電動ではなかろうかと思います。ある部分、手動ができればよろし

いかと思いますけれども、体育館の分については私の方は詳しく把握してはおりません。申

しわけございませんけど。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 お答え申し上げます。 

 公会堂の方で、手動で行いましたが、施設自体がどうしてもモーターの仕掛けになってお

りまして、手動で行いましたけれども、うまく動いてくれないと。係員は黒子の服装までし

て民謡大会のときにはしましたけれども、施設自体がそのようにできていませんので、どう

してもうまくいかなかったと。それから、モーターがもう大分老朽化をしておったもんです
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から、今回、今の現在の新しい強力なやつをお願いしているという次第でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 まず、清掃費等ですね、全体的な結局委託費が足らなかったということは大体理解をした

んですが、一つ気になったのが、結局、この庁舎の中の清掃ということで、シルバー人材の

方にたしか業務をお願いしていると思うんですよ。そういう中で、この給湯器の清掃関係が

ぶっ込むことができなかったのかなという気はするわけですよね。 

 まあ、私たちの考えの中では、やはり時間帯の中で、結局、この給湯器の清掃がどれぐら

い時間かかるのかは私ちょっと把握はしていないんですが、業務の中で、２人か３人で多分

庁舎内の清掃をされておられると思うわけですよ。その中で、30分ぐらいでもお一人の方が

こっちの方にかかるとか、そういうふうな仕事内容のやり方の中で、こういう給湯器の清掃

も行うことができるんじゃないかなという気がするわけですね。通常の民間的な考えでいけ

ば、１人の人間が結局もう、清掃なんて固定しないわけですよね。極端に言えば、１時間な

ら１時間という、委託をしているなら、その１時間の中をいかに有効に行動、活動をしてい

たかということが一番問題になるんだと思います。 

 この点については、最終的には、庁舎全体の業務管理の件で、前々からもお話はしていま

したから、次年度については多分今検討の最中だと思うんですが、結局、今年度についても、

やはりそういうものは念頭に置きながら考えることができなかったのかなという点ですね。 

 どんちょうについて、大体のわけはわかったんですが、やはり、もし故障になった場合が、

結局、閉まったままで開かなかったら、開演ができないわけですよね。だから、モーターは

強力に変えるということについては問題ないと思うんですが、やはり手動と電動の切りかえ

ができるようなタイプ、そういうタイプで改修をしていただきたいと。やはりどういう問題

が起きるかわかりませんので。その点について、どんちょうについては要望しておきます。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 

 お答えいたします。 

 清掃等の分なんでございますけども、この分につきましては、結果的にシルバーの分が来
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たような形になっておりますが、もちろん、今の委託料の中でお願いをしたいという交渉は

しました。でも、今の中で、当初の業務の内容に契約がございませんで、新たにその分が入

りますので、幾ばくかの予算措置が必要だろうというところでのお願いでございます。通常、

清掃だけで、トイレ掃除とかいろいろ片づけをした後、飲み物を扱うもんですから、時間的

にその範囲内でできないことはなかろうかと思いますけれども、どうしても限られた時間内

ということもございますので、この分は応分の時間数を見まして、必要最小限にお願いをし

たところでございます。 

 もう一つのどんちょう幕ですね。この分については、新規に設置する場合はそういうこと

も考えられようかと思いますが、今の分を修繕するときに、その取りかえとなりますと、相

当な予算もかかろうかと思いますので、新たに施設を建設するとか、そういった場合には、

そういった検討はぜひ必要になるんではなかろうかと思います。公会堂につきましては、今

の分の修繕でやらせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 委託についてはもう結構です。 

 どんちょうについて、やはり公会堂はかなり利用が多いんですよね。建物自体かなり老朽

化しておりますが、かなり利用をされていると。手ごろな広さなんですよね、あれぐらいの

広さというのは。そういう中で、やはりどんちょうについては、やはり十分、修繕というこ

とになっていますけれども、その中で、予算の中でできる限りの対応ができるようにお願い

をしておきます。 

○議長（山口 要君） 

 答弁は。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかにありませんか。はい、西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 26ページの老人福祉費についてお尋ねしたいと思いますが、まず、地域包括支援センター

ということで、ここに計上、15,000千円程度の減額補正をされております。そしてまた、下

の老人福祉費、入所措置費8,000千円なんですけれども、まず、地域包括支援センターから
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お尋ねますが、新しく市になって、窓口に地域包括支援センターが設置されておりますけれ

ども、この恐らくケアプランの関係の減じゃないかと思いますけど、その点を具体的にお尋

ねしたいと思います。 

 そしてまた、老人福祉施設入所というふうなことですけれども、これは県の施設として、

いずみ荘ということで、嬉野にあるわけですけれども、私もあそこはかかわり深いところで

ありましたが、あれが閉園になるということで、その措置費ということでこの間説明を受け

ましたけれども、その点、具体的にまず質問していきたいと思いますが、よろしくお願いし

ます。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 お答えいたします。 

 まず、地域包括支援センターの減額で15,274千円をお願いしております。これにつきまし

ては、当初予算では、これ介護予防プランの作成委託料がそれに当たるわけですけど、当初

予算の積算では、作成費用を5,500円としまして、対象者を3,852人で大体21,186千円という

ふうなことで当初予算をお願いしております。これが４月から９月までの実績、それから10

月から３月までの見込みで申し上げますと、大体件数的に、これは地域包括支援センターの

職員が直接するのを除いた──そういったものも含むわけですけど、年間の件数の概要が大

体1,400件程度に今後見通しとして上がってくると。 

 それから、当初は5,500円のプラン委託作成料があったわけですけど、これが新規と継続

ということで、単価が変更になりまして、新規については6,500円、それから継続につきま

しては１件４千円ということで、その９割を委託料として、民間の介護保険事業者のケアマ

ネジャーに対して支払いをするということで、その差が今回15,000千円というふうな見通し

になりましたので、その分の減額をいたしております。 

 それから、8,006千円につきましては、これは議員おっしゃるとおり、県立の軽費の有料

の老人ホームのいずみ荘の退室者を含めまして、現在、老人施設への入所を希望されている

方が８名程度いらっしゃいます。その分の１カ月が大体160千円から200千円程度の１人当た

り経費がかかるということで、その分が今回補正をお願いしている分でございます。 

 以上です。 
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○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 まず、上の方の包括支援センターですけれども、恐らく民間の方に、あるいは社会福祉協

議会等々に委託をされておられるということですが、新規と継続というふうなことですが、

継続については１人当たり6,500円と。変更に当たって４千円というけれども、新規継続と

して、各社会福祉協議会とか済昭園等々に委託されておりますけど、何名程度ずつ委託され

ておるのか、その点おわかりやったらお尋ねしたいと思います。 

 そして、老人福祉施設の関係についての８人ということですけれども、あそこは現在何人

ぐらいですか、入所されておられたのがですね。そしてまた、そこの閉園に当たっては、い

つから閉園になるのか。その８人についての措置費はどちらの方に移られるのかですね、そ

の点までおわかりだったら答弁願います。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 お答えします。 

 ４月から９月までの実績分としまして、新規の分で109件、継続で267件でございます。そ

れから、10月から３月までの見込みとしまして、事業者に委託する分の数につきましては、

新規で130件程度、それから継続で1,900件程度ということで、継続の分はそういうふうな見

込みを立てております。これ１人当たりの前回議会の方でも、１人のケアマネジャーについ

て、来年の４月からは８件ということになりますので、現在のところ、たまたま、当初は10

月から８件というふうなことであったわけですけど、どうしてもケアプランの作成が、そう

いった民間事業の方の手をかりないとできないということで、今回、厚生労働省も来年の３

月まで経過を伸ばしたというふうな経過がございます。ただ、来年の４月からは、一応規制

がかかりまして、１人当たりの民間事業者のケアマネジャーは８件までというふうな形で、

そういった指示を受けております。 

 それから、老人施設の入所関係でございますけど、これは、いずみ荘の方ばかりではござ

いませんで、一応待機者としては８名程度いらっしゃいますけど、養護老人ホーム「済昭

園」に２人、それから「シルバーケア武雄」に４人、それから「松尾山大成園」に１人、
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「あずま荘」に１人ということで、８名の待機者がいらっしゃいます。（「いずみ荘の廃園、

廃所」と呼ぶ者あり） 

 いずみ荘の件につきましては、県の計画に基づきますと、20年度末で21年の３月までとい

うことで、現在調べましたところ、入所者は８名程度まだ残っていらっしゃるということを

確認しております。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 上の地域包括支援センターですけれども、市の方では何名程度ぐらいですか、このケアプ

ランを策定したのかですね。その点と、下の老人福祉入所施設のいずみ荘、20年と言われま

したけれど、その後の施設の活用方法はどのようにされるのか、その点までおわかりだった

らお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 現在まで何件実績があるかというのは、ちょっと今数字がわかりませんけど、10月から３

月までの見込みとしましては、市の包括支援センターのケアマネジャーの方で、大体263件

程度を、今後新規継続を合わせまして、ケアプランの作成を行うということにしております。 

 それから、いずみ荘の閉園後の措置につきましてでございますけど、そういった計画自体

には、市としては、これ嬉野町の議会の段階からであったかというふうに聞いておりますけ

ど、これについては、ぜひ存続をお願いするというふうな立場で陳情、あるいは要請書を出

していらっしゃるかということで、今回もそういった形で、財政関係もございますので、そ

ういった要請書を県の方に出すというふうな準備をしておりますけど、その後の閉園後の施

設の利用計画等については、全然まだ承知をしておりません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。山口榮一議員。 

○13番（山口榮一君） 

 先ほどの関連なんですけれども、老人福祉費の節の20の老人施設入所措置費でございます。 

 これについては、ただいま話を聞きましたら８名ということでございますが、なぜ8,006
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千円も市から負担をせにゃならんかということ。その辺がどうも私には腑に落ちませんので、

この辺の説明と、いずみ荘以外は４名ということでございますので、その辺も含めてお願い

したいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 この8,006千円につきましては、これは全体の事業費の中で、入所の措置に係る分が……

ちょっと済みません、交代します。 

○議長（山口 要君） 

 本庁福祉課長。 

○福祉課長（本庁）（大森紹正君） 

 まず、なぜ養護老人ホームに市が負担するのかということにつきましては、これは老人福

祉法の規定の中で、健康上、あるいは環境上の理由によって、一定の基準に該当する方につ

いては市で措置しなければならないというふうになっております。 

 それと、8,000千円の補正額ですけれども、一応施設によって、若干事務費が異なってお

りまして、この事務費については、今年度から各市町村で、その負担金を定めるということ

で定められているわけですけれども、ある施設については、月額203千円という金額が必要

です。 

 市内の施設につきましては、182千円ということで、203千円の方が６名と。それの４カ月

分、それと182千円につきましては、２名分の４カ月ということで補正をお願いしておりま

す。それで、その８名分に係る分につきましては、6,328千円の補正ですけれども、あわせ

て本年度の事務費が改定になって、その部分で不足する金額が1,678千円年間で見込まれま

すので、この分の両方の要素をかみ合わせまして、8,006千円の増額の補正をお願いしてい

るということでございます。 

○議長（山口 要君） 

 山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 大体わかりましたけれども、あと、このいずみ荘の閉園になるまで、何名ぐらいの入所者

がおられるかということ、それはもうないわけですか、今後もうこういう形で出ないわけで
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すか。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 先ほど申し上げましたように、現在まだ８名の方が入所をされているというふうな状況で

ございます。その中では、まだあそこの施設を出られてどこに行かれるか、まだ恐らく決定

がなされていないと思います。自宅に戻られる方、それから民間のアパートに出られる方、

あるいはこういった養護老人の施設に入られる方、いらっしゃると思いますけど、現在のと

ころ、まだそういった決定はなされておりませんので、ただ、その８名の中から、何名かは

やっぱり養護老人の施設に入られる可能性はあるかと思います。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。はい、太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 あの施設は、でけてから、たしか42年かなると思いますけど、あそこをつくってくれとい

うのを、地元から要請したわけでもなくて、県がつくった施設が廃止になって、後始末は地

元でしなさいと、そういうふうに書いてあるんですか。地元以外のところが、県がつくった

施設を廃止したときの後始末は地元でしなさいと法律に書いていますか。ちょっとまずその

点聞きます。県がつくって廃止するとは県の都合で廃止するんだから、県が金出すのが当た

り前でしょう。それ地元でしなさいと、そういうふうに書いていますか、法律には。 

○議長（山口 要君） 

 本庁福祉課長。 

○福祉課長（本庁）（大森紹正君） 

 お答えいたします。 

 県でつくった施設を地元で何でせんばいかんかということだろうと思いますけれども、一

応、いずみ荘に住まわれている方は嬉野市に住民登録をされておられます。市民ということ

で嬉野市が措置をしなければならないということでございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 
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 そういうことになれば、仮に今できよる、そこの説明何ちゅうたかな、今できよっとは。

（発言する者あり）いやいや、養護施設。あそこを県が投げ出したときは、そのときはまた

嬉野がせんばらんとですか。そがんでしょう、県が持ったとはやめるから、地元でやりなさ

いということになればよ、そこの施設のでけたところの後始末も地元でしなさいということ

ですか。そういうふうに法律は書いてあるんですか。法律で書いてあるからと今おっしゃっ

たんだけど、その方は確かに嬉野市民でしょう。あれは、県が施設としてつくってあそこ入

所させたから嬉野市民になったんですよ。だから、これはもっと強く県に、その金は措置代

は持ちなさいよという要求をしましたか。その２点をお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 現在、市内に嬉野特別支援学校が、開校が来年の４月からでございますけど、ここはあく

まで学校でございまして、住所地をそこに持ってくるというのは、住民と新たになられると

いう方は、擁護学校でございますので、いらっしゃらないということで、そこが廃校になろ

うと、それについては、一切市の財政負担が出てくるということは考えられません。 

 ただ、先ほど課長申し上げましたように、軽費老人ホームのいずみ荘につきましては、県

の施設で向こうの方でつくったわけでございますけど、廃止になりますと、そこに住所地を

持っていらっしゃった方については、市が住民のサービスということで、この老人福祉法の

方の規定を用いて財政の負担が出てきます。 

 これにつきましては、さきに文教厚生委員会の中でもいろんな御意見をお伺いいたしまし

た。市としては、「軽費老人ホーム「いずみ荘」廃止に伴う市財政の配慮に関する要望書」

ということで、今回、そういった要望を県の方に、市長の方でお届けしていただいて、財政

負担が出てくる分については、応分の援助をお願いしたいというような立場で、今後活動を

していきたいというふうに考えております。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 県の方に要請して、県の方の返事はどうですか。 

○議長（山口 要君） 
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 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 現在までは、事務の担当者の方で、県の方に今こういった例が出てきますので、ぜひお願

いしますということで、担当者の方では幾度となく要請をしておりますけど、それに対して

は一切、財政的な援助というふうなことの回答はいただいておりません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに。（「あと一回」と呼ぶ者あり）はい。 

○12番（太田重喜君） 

 あのね、県がつくっと、それは法律はどぎゃんなっとっか知らんよ。しかし、それはおか

しかとやなか。例えば、借家借家法でいう、自分の都合で家を出てもらわにゃならんときは、

家主は、その出てもらうための措置は家主がせにゃならんですよね。そうでしょう。それと

変わらんじゃない。それが県がつくった施設で、福祉やっけんてぞぎゃんひどう違うとかな。

私の感覚ではその点わかりません。それについてどういうふうに皆さん思いますか。だれか

何とか答えてくださいよ。もう少し県がつくった施設に入所されている方を県の都合で廃止

するのに伴うてというなら、家を貸しておって、自分の都合で取り壊さにゃならんと、出て

いってくれというときは、家主どうしますか。 

 今ね、家主の権利は、借家借家法改正になりましたよね。地主なり、家主が権力以前より

も強くなりましたよ。しかし、自分の都合で、それがまかり通るものだったら、そんなこと

になっておったら、例えば、厚生住宅取り壊さにゃどうしても危ないから、取り壊しますか

ら出ていきなさいと、自分でやりなさいと言えるんですか、言えませんよ。設置者の義務で

すよ、それは。そうでしょう、そうじゃありませんか。市長、どういうふうに思われますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も大まかなところは議員と同じような気持ちがあるわけでございますけども、これは福

祉に関するやはり国の法律というものは、そういうふうになっているわけでございまして、

県の施設であろうとも、私どもの市民である以上は、市としての負担をすべきだと。 

 ですから、これでまた8,000千円のすべてが、先ほど言いましたように、我々が手出しと
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いうことじゃなくて、それに関する、また裏の国の補助等も当然出てくるわけでございます。 

 そういう点で、県の施設だから、民間の施設だからということではなくて、いろんな施設

がありますけれども、私どもの方に住所があられる方につきましては、当該の市町村で責任

を持っていくと、負担をしていくというのは現在の法になっておりますので、それに基づい

てやらざるを得ないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 太田議員と関連なんですけれども、じゃあ、逆に一つだけ教えていただきたいのは、例え

ば、いずみ荘があったときに、入所されたときは措置費として、軽費老人ホームですけれど

も、こういうのがあったのか、なかったのか、そこだけ１点だけお伺いします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 必要な措置費等があったかということは、これはつかんでおりませんけれども、やはり市

民であると、または町民であるということになると、その交付税その他についてははね返り

はあっているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 はい、ほかに質疑はありませんか。いいですか。川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 22ページの公会堂の件なんですが、工事請負費で1,070千円出ております。ステージの照

明設置工事ということですけど、私、考えて別に違和感というのはなかったものですから、

この件は修繕なのか、あればまた新しく照明器具を設置されるのか、お伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 
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 公会堂の工事請負費の件でございますけれども、舞台の両わきに、ちょっと強力なライト

を片側３個ずつ、合計６個つけ増しする工事でございます。 

 これは、違和感なかったという川原議員の御指摘でございますけれども、シンポジウムと

か、いろんなことをやったときのテレビの撮影ですね。そういったときに、ちょっと若干画

面が暗いとかいうことがございましたので、ライトが光度が足らないということで、その補

充の意味の設置でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 はい、川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 庁舎前の公民館の２階のステージですか、そこ、いつかと言ったら記憶がないんですけれ

ども、たしか立つ場所によって、何か暗いところあるなという気がしたもんですから、ちょ

っとこの問題を聞いてみたわけなんですけど、嬉野の方わかりました。確かに、今からテレ

ビ放映というのは結構入ってくるわけですから、その中では、さっき言いました塩田の、塩

田というが、公民館ですね、そこもちょっと一回調査をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 旧塩田町のいわゆる現在の中央公民館の大集会室のどんちょうですね。一時、以前に下の

円い鉄のあれが下に入っているわけですが、あの部分が少し落ちておりました。縫い目がち

ょっともうとれてしまってですね。（「照明じゃないですか。どんちょうじゃなくて照明」

「照明」と呼ぶ者あり）あっ、照明の件ですね。済みません。照明の件につきましては、ま

た改めて調査をして、再度取り組みたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。織田議員。 

○９番（織田菊男君） 

 太田議員の少し関連ありますが、養護学校の件ですが、嬉野支援センターですね。今部長
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は、市の方でほとんど負担じゃないと言われていたんで、ちょっともう少し調べて言ったが

いいんじゃないんですか。道路の件でも何でも、一応市の方で道をつくるという約束になっ

ていたはずです。だから、そういう点で、もう少し調べてもらって言った方がいいんじゃな

いですかね。 

 それから、あそこが生徒の方、通いの方と寮に入られるという方とあるそうです。そうい

うふうに聞いております。その方は、寮に入る方は、住民登録はこちらでされないわけです

か。また職員の方も、寮ができるというふうなことを聞いております。そういう点は、こち

らの方に住民登録はされないわけですかね。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 先ほど、市の負担の件につきましては、入所の措置の負担の関係を申し上げまして、工事

とか、周辺関係の工事関係の市の負担については、私の方では述べておりません。 

 それから、入所の関係でございますけど、あそこは通園の方、入所の方、寄宿舎がござい

ますので、そういった関係の方は、２種類の生徒さんがいらっしゃるわけですけど、その生

活の本拠地ということで、保護者の本拠地が市内であれば市、市外であれば市外ということ

で、あそこが居住地ということにはならないかと思っております。 

○議長（山口 要君） 

 はい、織田議員。 

○９番（織田菊男君） 

 現実にそこで生活されるわけですから、住民票を移すということはないわけですね。普通、

老人ホーム関係は、そういう関係は大体住所を移すわけでしょう。それでまた、こちらの方

は、嬉野の市内からだけの入所じゃないと聞いておりますが。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 ちょっと私申し上げましたのは、負担金の関係をちょっと申し上げておりまして、住所の

要件云々は申し上げましたけど、福祉関係、先ほど市長申されましたように、住所地の特例

というのがございまして、そこのどこの市から来られたかということで、まだ負担金はそち
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らの方に、大もと出られたところということになっております。 

 まだ、寄宿舎が生活の本拠地として、そこに住民登録をされるかどうかは、まだ確認はし

ておりませんけど、ほかの養護学校の例等を考えますと、そういった例はないかと思ってお

ります。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで第３款．民生費までの質疑を終わります。 

 議事の途中ですけれども、ここで１時20分まで休憩をいたします。 

午後０時18分 休憩 

午後１時20分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開いたします。 

 それでは、休憩前に引き続いて議案質疑を行います。 

 歳出、28ページから32ページまで、第４款．衛生費及び第５款．農林水産業費について質

疑を行います。質疑はありませんか。山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 31ページの農業振興費の中の負担金補助金で園芸作物災害対策事業という中で239千円、

これについて台風13号による改植というふうに聞いたような気がいたしますが、詳しいとこ

ろをひとつお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 お答えいたします。 

 今回お願いしております園芸作物災害対策事業のこの補正の議会前までに把握できました

部分をお願いしております。この対象となっておりますのは、台風13号によります被害で葉

が、落ち葉ですね、茶の葉っぱが３割以上落ちて、なおかつ樹勢回復並びに改植を要した場

所の２カ所について今回の補正までに把握ができましたので、お願いしているところでござ

います。 
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 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 ２カ所について葉が全部落ちたわけですか。３割ぐらい落ちたというわけで、ただ回復の

兆しが見えないということですか。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 一応、１カ所につきましては樹勢回復を図るための常日ごろ以上の施肥、１カ所につきま

してはちょっともうそのままでは樹勢回復が図られないということで改植ということで、先

ほど申しましたように、葉の落ちた状態が３割以上であるということで認められるというこ

とで今回対象にしております。 

○議長（山口 要君） 

 山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 それは被害状況なんですけれども、風なのか、塩害みたいなそういうふうなものか、その

辺わかりますか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 その分については、風と塩害ということで対象になっております。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 28ページなんですけれども、１目19節の負担金なんですが、精神障害者の小規模作業所の

運営費ということで484千円の計上がなされております。ひまわりとみふねということであ

りますけれども、それぞれ何名の通所があるのかですね。それともう一つは、こういう負担

金のいわゆる積算根拠、これについてお伺いをいたします。 
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○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 まず、ひまわりは、これは鹿島にございますけれども、通所の人数が16人いらっしゃいま

すけれども、このうち３名でございます。算定基礎ですけれども、通所割50％、人口割が

30％、均等割が20％となっております。 

 あと、みふね、これは武雄の方にある施設ですけれども、15人の通所人員のうち１名嬉野

市から通所をいたしております。算定基礎は通所割が50％、人口割が50％となっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 じゃ、例えば、こういう負担金を出す場合について、いわゆる作業所全体の運営費、こう

いう部分についてもこういう作業所から明らかにしてもらって、そしてこういう負担金を捻

出し、作業所に出しているということになっているわけですかね。それとも、単なる作業所

からこの額をぜひお願いしたいという形の中でこういう予算措置をなされているのか、そこ

ら辺だけお答えをいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 これはもちろん年度当初に予算をお願いして、また今回変更をしたわけですけれども、そ

れぞれ作業所の方から、各市町の負担金ということで、明細まで書いたところでの負担金の

要請があっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 
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 例えば、途中でやめられたとした場合について、マイナス補正予算というのがあり得るの

かどうか。例えば、ひまわりに当初３名行かれて、年度途中で２名に変わられたと、その場

合については逆に作業所から返還があるのかどうか、そこら辺までわかっていたらお答えを

いただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 これは、ひまわりの分は17年の９月１日時点ということでやっております。そして、みふ

ねの方は、18年の９月１日現在での通所人数で先ほど申し上げました算定基礎で負担金の請

求があっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「ちょっと答弁が、いわゆる途中で作業所をやめられた場合

の返還金はどうなるかということ」と呼ぶ者あり） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 先ほどお答えをいたしましたように、それぞれの算定時点での請求ですので、途中退所は

ないかと存じます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「もう一回よかですか」と呼ぶ者あり）済みません、もう４

回目か３回目ですので。 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 31ページ、先ほど13番議員と関連しますけど、農業振興の負担金関係で、一つは水稲被害

ですね、1,459千円ですけど、このことについて県下で多分49％の作況と新聞で見ていまし

たけど、嬉野市はどのくらいであったのか。それから、戸数とか面積あたりがわかっておれ
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ば教えてください。 

 それから、中山間地域の減額されておる、嬉野の方でしょうけど、その理由ですね。とり

あえずそれだけちょっとお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えいたします。 

 被害状況でございますけれども、嬉野市が県の方に報告をいたしましたのが、農作物の被

害面積で871.44と、被害額で124,106千円と、総額でですね。これはあくまでも農作物だけ

のことでございまして、そのうち水稲が771、そのうち潮風害の影響を及ぼしている面積が

370ということで、水稲の被害額で75,000千円、大豆が被害面積で86.2と、そのうち潮風害

で37ですかね。被害額で20,700千円程度です、大豆が。その他農作物等については、野菜関

係で26,300千円、花関係で、これは苗関係ですけれども、500千円ですね。果樹関係で978千

円、家畜関係で主にブロイラーですけれども、ブロイラーの圧死ということで250羽の100千

円というような形で、農作物等の主な被害関係についてはそのような報告をしております。 

 施設関係ですけれども、施設災害ということで一般施設ですね、これは共同利用施設も

含めた施設ですけれども、25件の8,204千円と。ビニールハウス関係ですけれども、32件の

14,900千円程度出しております。被害の戸数については把握をいたしておりません。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 中山間地域についてお答えをいたします。 

 今回、塩田地区の中山間地域につきましては増額を28千円お願いしております。しかしな

がら、支所においては中山間地域の補助金としまして1,534千円減額をさせていただいてお

ります。これは３月議会で質問がございましたように、その当時の見込みとしましては10割

単価といいます集落が一つしかなかったわけでございますが、18年度の努力目標として半分

程度は10割単価に持っていきたいということで当初予算お願いしておりましたですが、結果

的には最初の１集落を含めまして嬉野地区につきましては９集落で10割交付の中山間地直接

支払事業に取り組みをいただきましたので、最終的に対象面積が確定したということで今回
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減額をお願いするところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 直接これとは関係ありませんけど、農業振興には間違いありませんけど、きのう私は鹿島

の市役所のある幹部と２時間ばかりお話しする中で、農地・水・環境保全に、鹿島の彼が言

うことには、政府も国も余りにも唐突な提案であって、最終的には２月の末まではいいです

よというふうに責任ある言葉と思っておりますけど、これでは21地区決まったから、もうあ

とは受け付けせんと言ったら語弊でしょうけど、なかなか進まんと。それから、中身につい

てある塩田の区長に、嘱託員さんに言ったら、もうちょっとやぐらしかけんせんと、区長さ

ん個人が判断してしもうて、うっとめよっとですね。そういう点についてはもっと詳しくし

て、これが330億円ですかね、国の予算は、多分。そういう意味では、こういうふうに田舎

が行きおくれた、都会だけもうかって田舎はますます疲弊していく時代が、もっと説明をよ

くして利用されるものは中山間の補助金を申請した区域の別でもまだいいと思います。例え

ば、畑とか草地も書いてあるですね。そういう点については担当課としては各部落に出向い

てもらっても詳しくしてもらいたいと思いますけど、今の時点でどうですかね。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 ただいまの質問についてお答えをいたします。 

 一般質問のときにも私は答えたと思いますけれども、一応、今回が11月末までの締め切り

ということで申し込みをとったわけです。あと要望があれば各集落に説明に行きますという

ことで、10数集落は説明に要望されましたので、参って説明をいたしました。そのような中

で、取り組み状況等についてもなかなか難しい面があるというふうな言葉も今ありましたよ

うに、その分については一般の農家の方にはなかなか難しい面がございます。そういうこと

で、我々も極力住民の方に理解していただくような努力をしようということで、一般質問の

答弁の中でも私言いましたですけれども、そういうような計画でしております。あと21集落

以外に申し込みがあったらどうするかというようなことでございますけれども、今の段階で
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は、県の指導では19年度に手を挙げなければあとはできませんよというような指導であった

わけですけれども、内容等についてはまだ未定稿の部分があるというようなことで私たちは

判断しておりまして、19年度以降からもできるような形になるんじゃないかと。これは確定

はできませんですが、そのような動きがあっているということは間違いございません。そう

いうふうなことで、この中山間地域の直接支払制度と同様に後年度にでもずっと対応してい

ただくような形で図っていきたいというふうに思っております。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 このことは農村地にとっては非常に大事なことですね。なぜかと言えば、ことしも今先ほ

ど言われたように非常に被害を受けて、農協に米を出しても金は取るほどなかと。逆に共済

掛金とかなんとかで秋になると持っていかんばらんというのが今の世相ですね。ですから、

そういう意味ではせっかく政府の補助ですから、区長さんが言うてこられんもんならちょっ

と知りませんよじゃなくして、こちらから丁寧に、参加されない21地区以外の方々にももう

一遍集まってもらって、結局、区長１人だけじゃなくして、そこには生産長代理とかおられ

ますから、２人ずつぐらいやっぱり来てもらってした方が、その人の判断で難しいときはも

うやむって言うぎ、嘱託員とか区長している人がやめると言えばあとの人はなかなか言わん

わけですよ。区長さんの言いなっけん、もうそがんしていっちょこうと。そしたら、後から

聞いてみて、あらっ、そがんないうちんにきもよかったところてと、こういうふうになって、

せっかくの草刈りの政府の補助が受けられんと。ですから、松尾課長、今のについてはもう

少し、さっきあなたは努力て言うたけん、どの程度努力か、その努力の中身をちょっと詳し

く。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 先ほどは、平野議員の方からの質問では、区長さんだけに私たちが説明したというような

私は理解をしておりますけれども、実は区長さん、生産者、いろいろ部落の役員さんいらっ

しゃいますけれども、御案内をいたしまして、１集落から二、三名は少なくともお見えにな

って説明会をお聞きになっているということで理解をしております。その中で部落で判断さ
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れたということで、私たちの部落ではどうしても取り組みができないという判断は区長さん

だけの判断ではないというような理解をしております。もし後からそういうふうな、こうい

うことであればということで、よその例えば、隣の部落がしよって自分たちの部落ができな

かったと、後で手を挙げてどがんないとんしてくいさいなというふうな話になれば、もちろ

ん私たちもそういうふうな推進はしていきたいというふうに思っております。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 32ページまでの恐らく最後の質問になると思いますが、４目の造林費の中で森林病虫害等

の防除事業というのが計上されております。ここの内容について御説明をいただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えいたします。 

 森林病害虫防除事業ということで、場所は広川原のキャンプ場を予定いたしております。

この分については森林病害虫等を駆除し、その蔓延防止を図って森林の保全を図るというふ

うな目的のもとに、公共的な休養施設とかそういうふうないろんな指定の補助林の整備をす

るということで、松くい虫の予防事業ということで計画をしております。松くい虫が付着す

るおそれのある松の樹木に薬剤を樹幹から注入するというようなことで、50本分の薬剤を注

入するというふうなことでしております。この分の補助については４分の３をいただくとい

うことで、事業費が467千円というふうなことでしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 委託料なんですけれども、この委託先については、これは森林組合でしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 



- 409 - 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 その分についてはまだ決定しておりません。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 森林組合と限定はまだされてないわけですね。個人になる場合もあるということでしょう

か。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 その分についてはまだちょっと未確定ですので、ここで答弁することができません。済み

ません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 ちょっとお尋ねしたいんですけど、私も松くい虫の薬剤というのは知らないわけですが、

どういうふうな薬剤をされるのかわかりますか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えいたします。 

 私も商品名は初めて聞くんですけれども、グリーンガード・エイトというふうな商品名が

ございまして、これは県の方の指導のもとにこういった一般、メーカーはいろいろあると思

うんですけれども、それをもとに今見積もりをこの予算の方に計上しておるということでご

ざいます。薬液を入れた瓶を注射針のような形で樹幹に注入するような薬です。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 
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 私は、31ページの負担金補助金ということで農業振興費の方でお尋ねしたいと思いますが、

補助金の新たな米政策対策事業ということで8,664千円の計上がされておりますが、説明で

は、真崎の集落営農というようなことで、トラクターとかコンバインとかいうふうなことで

説明を受けたわけですけれども、集落営農については、ことしは10地区が集落営農を結成さ

れておりますけれども、この事業の取り組みについて、ほかの地区からの申請とかそういっ

た取り扱いについてはなかったのかどうか。真崎地区なのか、そこだけですか。その点お尋

ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 お答えをいたします。 

 水田農業の担い手として集落営農組織を各地で立ち上げていただきました。その集落営農

組織を支援する意味で、新たな米政策対策事業ということで取り組みをさせていただいてお

ります。それで、これは県に新年度予算を要求する概算要望というのが何回でもあるわけで

すけど、現段階までにこの真崎地区を含めまして４地区ありまして、今回は18年度で真崎地

区を取り組むということでお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 ４地区申請があった中で今回、真崎地区と言われましたが、あと３地区についてもこうい

った取り組める申請があればできるわけですかね。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 お答えいたします。 

 この集落営農組織につきましては佐賀県で非常に多くの集落が取り組みをいただきまして、

それに伴いましてこの新たな米政策対策事業ということにつきましても、予想以上に今の段

階では上がっているというふうな情報はいただいております。ただ、私たちもずっと概算要
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望をしておりまして、今の段階で何割削減と、そういうことは聞いておりませんので、一応

要望があっている地区全部を県の方に上げているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 要望のあっているところについては県の方に申請を上げているというふうなことですけれ

ども、これから集落営農については４月以降も受け付けもされまして、各地区に大きく浸透

していくと思いますけれども、その後についてもこういった事業が適するのかどうか。と同

時に、トラクターとかコンバインとか、採択要件はこういったトラクターとか農機具だけに

限られるのかどうか、その点までお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 お答えいたします。 

 このことについては、もう集落営農組織を立ち上げられました皆さん方については、もう

既にこういう制度があるということで御承知をいただいておりまして、その中で現在まで４

地区が上がってきているかと思っております。それで、新たに上がった場合の対策をどうす

るかということでございますが、先ほどもお答えいたしましたように、県の方でも今までの

感触はやはり予想以上に上がってきたというような状況でございますので、この４地区のほ

かに希望があった場合は十分に県と協議をする必要があるかと思っております。 

 以上です。（「採択要件は」と呼ぶ者あり） 

 恐れ入ります。採択要件については、作業の効率化を図るための機械の導入補助でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 28ページのグループホームについてお伺いいたします。 



- 412 - 

 精神という支援もありますけど、現在グループホームは何件で何名いらっしゃいますか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 これは、グループホームは精神の方でございまして、旧嬉野町の方に１カ所ございます。

それで、今回、福祉ホームからグループホームへ移行をされたのは４人の方でございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 済みません。グループホーム自体が市内で何件あって何名入所されているか。精神だけじ

ゃなくて、ほかの方もお願いしたいんですけど。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 一応、私が担当しております保健衛生の方では精神だけを担当している関係で、先ほど申

し上げました嬉野町にある友朋会の１カ所の分でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 そしたら、福祉はまだですかね。 

○議長（山口 要君） 

 福祉は終わりました。（「関連で福祉の方いいですか」と呼ぶ者あり）後でお聞きになっ

てください。 

○10番（芦塚典子君） 

 済みません。そしたら、今年度のぬくもり事業を申請してあるところだけお伺いしたいん

ですけど、何件か申請してあるかどうか。 
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○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後１時47分 休憩 

午後１時47分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 ぬくもりホームは今年度から１カ所新設をされております。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 32ページ、緑資源の造林事業、これは赤仁田というふうなことでお聞きしておるわけです

けど、最近は針葉樹がだめだというふうなこととかなんとか非常に言われておるんですけど、

ここに植えられる樹種は何を予定されているんでしょうか。というのが、あそこから風が吹

いて、仮に広葉樹を植栽した場合、茶園に影響が大きいということで、ここのところ先日、

隣接地ということで判をくれということでおいでになったときには、はっきりした樹種を聞

き損ねたわけですよ。それを、あの地区に茶園を持っている人が常緑樹か、あるいは広葉樹

でもほかのとはともかく、クヌギあたりになれば、ちょうどお茶の適採期に葉がまだ飛んで

くるというふうなことで、非常に危惧されておるもので、あそこは何を植えられることにな

っているのかということをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 ちょっと私、説明不足やったと思うんですけれども、緑資源造林事業の予算の関係につい

ては一応除伐、植林じゃなくて除伐を対象にしております。緑資源と分収造林事業というこ

とで、全額を緑資源の方から金が仕事をして出るというようなことで、場所については不動

山の樫ノ尾という団地で昭和42年に植栽された杉7.3ヘクタールとヒノキ3.5ヘクタールの中

にある2.65ヘクタールの分を今度除伐するというふうな事業でございます。申しわけござい



- 414 - 

ません。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 それじゃ、先日、判をといって来られたときんとは、これとは全く関係ないわけですね。

植林せにゃならんから、隣接地の判をくださいということで担当課の方からお見えになった

もので、判をついた覚えがあるんですけど、その話をちょっとしたところが、特に赤仁田の

パイロット地区に木の葉が飛んでくるということで広葉樹はだめなんだと。できたら、杉か

ヒノキにしてほしいというふうなことのお願いを兼ねてのあそこには何を植えられることに

なっているんですか。判を求めにおいでになったということは、植える樹種も決まっている

だろうなと思ってお尋ねしておるところです。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えいたします。 

 その当時、押印のお願いにどのような形で来たか、私もちょっとその場は承知しておりま

せんが、この分については多分分収……（「分収林」と呼ぶ者あり）分収林でしょう。分収

契約の期限が切れてのことだったと思うんですけれども、ちょっと……（「いや、いや、今

度はもう切れていたんですよ。伐採跡地なんですよ。伐採跡地に今度植える樹種は何なのか

ということですよ。植林しますからということで、隣接地ということで判をもらって回って

おんさっですもんね、ここ最近。そこに何を植えるように決まっているかということをお尋

ねしておるとですよ」と呼ぶ者あり） 

 済みません。その分については私もちょっと把握を今のところしておりませんので、後日

議員の方にお伝えいたします。申しわけございません。（「よかです」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで第５款．農林水産業費までの質疑を終わります。 

 次に、歳出、33ページから36ページまで、第６款．商工費及び第７款．土木費について質
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疑を行います。質疑ありませんか。山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 33ページなんですけれども、まず４目の観光費、13節．観光ガイドマップ2,700千円とい

うことで計上されているわけですが、まず、このマップ作成に当たって、いわゆる企画段階

における関連する団体、例えば観光協会、あるいは商工会、そしてまた旅館組合等々の意見

というのは拝聴されているのか、それが１点と、そして今日までマップについてはどのよう

に活用されてきたのか、その２点だけお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げます。 

 まず、ガイドマップの団体の意見ですけれども、これにつきましてはずっと以前はそれぞ

れの団体で多分余り突き合わせがよくできていなかった部分もあると思います。最近はそう

いう同じようなものができてもよくないということで、少し仕分けといいますか、分担を分

けてつくっていこうという話をしております。 

 それと、マップの活用ですけれども、一番多いのは、旅館を含めた営業の方が営業に回ら

れるときに持って回られるのが一番と、それとあとは商売をされておられる方の営業もおら

れますので、その辺を含めてが一番利用が多いと思います。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 もう一回なんですけれども、関連する団体について今回の本年度のマップつくるに当たっ

て意見を拝聴されたのか、もう一回お聞きしておきたいと思います。 

 活用の方法なんですけれども、いわゆるある自治体では、大分県なんですけど、いわゆる

エージェントに100とか200とか持ってこられるわけですよ。そして、いわゆるその旅行会社

が要するにお客様に宿泊クーポン、あるいは食事クーポン、例えば大分に行くとするならば、

その買っていただいた人に事前にクーポンをお渡しするときにその観光ガイドマップをお渡

しするようにやっておられるところもあるわけですよ。そうすると、旅行者は事前に旅行計

画、観光計画ができるということで、メリットが非常にあるというふうに私は判断をいたし
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ておりますけれども、そういうこと等について考えられないか。例えば、福岡のある大きい

旅行会社に例えば200部なら200部というような形で配布することによって大きな効果がある

のではないかと思いますけれども、そこら辺のことも含めて再度御答弁をいただきたいと思

います。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げます。 

 今、事前に渡すことはできないかということでございます。これにつきましては今まで余

り聞いたことがございませんので、そういう事例は研究させてもらいたいと思います。 

 それと、実際に我々が活用するときには、電話による問い合わせ等で市内の関係のあるマ

ップあたりを送付してくれというふうなものがございますので、それは観光協会を含めた団

体、それから旅館組合、そして私たち市役所を含めてですね、すべてそういうふうな要望が

あったときにはお送りはいたしております。（「あと１点目のマップつくるに当たって」と

呼ぶ者あり） 

 実は、マップをつくるに当たって今回、料理飲食店関係の組合の方が自分たちのマップを

塩田まで含めた、料飲店関係ですけれども、いいものをつくりたいということで、市役所の

方から協力できないかということで話がございました。それがありました関係でずっと夏の

間といいますか、一緒に打ち合わせをしてまいりました。そして今回やっといいものができ

ておりますけれども、そういうことで、そういうふうな連携をとって、次の市役所のときに

は今度はそういうものを、もっと以外のものをつくるということで協議をいたしております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 まず、後段のいわゆるマップの活用の方法なんですけれども、確かにエージェントあたり

には嬉野の旅館さんあたりが来られるわけですよね。ぜひ送客してくださいと。しかし、観

光ガイドマップは１部しか大体渡されない況なんですよね。ぜひそういうのをもうちょっと

変えていったらどうなのかという意見なんですけれども、例えば、100部あたり渡しておっ

て、やっぱりエージェントに30、40やっていただくと。そうなると、例えば団体のツアーを
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組むときにも非常に計画がしやすいという大きなメリットがあるわけですので、そこら辺に

ついてはぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 それと、ある自治体では、いわゆる自治体とか観光協会とかいろんなところからわざわざ

出てこなくて、いわゆる郵送で、文書でもってこの活用方をぜひお願いしたいというふうに

されている自治体もぼちぼちふえておりますので、そこら辺についてもぜひ今後検討をいた

だきたいと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 ぜひ検討していきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 34ページですね、交通安全施設整備費の中の公有財産購入費なんですが、一応宅地が154

平米、雑種地が15平米、またバスセンター及び環状線の交差点も含むということでお伺いを

しているんですが、宅地と雑種地が金額的にどれだけなのかという点と、その場所ですね。

一休荘さんがある交差点付近なのか、それとも34号線なのか、そのあたりをちょっと御説明

をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 単価等につきましては、平成16年度に不動産鑑定をとりました単価の基準をさせていただ

いております。雑種地と宅地はほぼ同じ金額になっております。 

 場所ですけど、温泉センター付近とＪＲのバスセンター付近と国道付近です。３カ所です。 

 以上でございます。（「単価」と呼ぶ者あり） 

 お答えいたします。 

 単価につきましては、先ほど説明した平成16年度11月不動産鑑定をとった基準に対しまし

て平米当たり95千円となっております。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 １平米当たり95千円ですね。宅地も雑種地もほとんど変わらないということですね。はい。 

 ちょっと今説明の中で場所がよくまだつかめてないので、後ほどちょっと簡単な地図でも

いいですから、このあたりというところだけ資料としていただけますかね。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後２時 休憩 

午後２時 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 場所につきましては、温泉センター付近とバスセンター付近と国道34号線の近くの付近で

ございます。 

 以上でございます。（発言する者あり）後日そしたら地図を提出します。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか、神近議員。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 33ページに戻りますけれども、観光費のところで、先ほどの山田議員がおっしゃったとこ

ろの観光ガイドマップのところよろしいでしょうか。 

 この2,700千円の中に旅館、飲食、それぞれ別々の観光マップなんでしょうか。それから、

観光マップには、私の一般質問のときにも市長お答えであったように、外国語が入っている

んでしょうか。 
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 それから、料飲食店とか旅館もなんですけれども、お店とかの名称が入っているとしたら、

そういうお店の名前が載る順位とか、そういうのはどういうので決められているんでしょう

か、お願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 まず、一番最後の後段の分の料飲店の名前とかマップに載っているかどうかということで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）それはここに持ってきておりますけれども、これは料

飲店組合が私たちと一緒に協議をさせてもらって、塩田と嬉野の各お店の組合に入っておら

れるところを全部それぞれに取材に行って、そしてお店の状況を全部つくったものがここに

ございます。行政がつくる場合がなかなかお店を一軒一軒載せるようなものまではできませ

んので、我々としては、例えば、歴史物とか、それからいわゆる観光施設と言われるものに

つきまして、別の角度でダブらないようなことで作成をしていく計画です。 

 ガイドマップとこの料飲店関係の入ったマップというのは用途も全く違うものでございま

す。 

 外国語版は今回は予算的にできませんが、もともとの旧町のものにつきましては外国語版

はそれぞれございます。 

○議長（山口 要君） 

 秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 予算て、外国版つくるのにすごくそんなにかかるんですか。 

 それから、お店の順番を決める、普通はあいうえお順とかやっぱりこうして見る場合は、

後ろの方より先の方を見て同じ職種を扱っている場合とかはそういうところに普通に心理状

態からいくと、そういうところから先にちょっと行こうとか思うときに連絡したりするんで

すよ。だから、そういうところを営業のところというか、そういうところに連絡をされて了

解を得てとられたかどうかということなんですけれども。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 
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 お答え申し上げます。 

 この料飲店関係のマップにつきましては、基本的には料飲店組合、それと観光協会、それ

と塩田の商工会が中心になって作成をされておりますので、その掲載の順番とか取材の内容

につきましては私の方は承知をいたしておりません。 

○議長（山口 要君） 

 秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 予算の方もこんなふうで税金からついてますので、その辺も十分把握をして今後よろしく

お願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 33ページの４目19節．補助金の大会等誘致対策事業なんですけれども、今回1,000千円の

補正がなされまして、18年度が6,000千円なんですが、この額だけを見て判断すれば、この

事業の効果が上がっているだろうというふうに言えるわけなんですけれども、実態としてど

うなのかということなんですよ。18年度の11月末まででもいいんですけれども、実態として、

例えばエージェントの照会等については何％ぐらいなっているのか、あるいは口コミ、それ

ともう一つはたまたま来たから、来たら大会対策事業、こういう補助金があったというのも

あるかと思うんですよね。そこら辺についてはどのように把握をされているのか、お伺いを

いたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げます。 

 16年度、17年度、それからことしの実績を見てみますときに、業者への件数・支払い等も

ちょうど３割程度が業者になっております。それと、あと実態としてでございますが、いわ

ゆるリピーターと言われる方が３割から３割５分ぐらい入っておられます。それと、これが

どういうふうなＰＲかといいますと、まず一つはホームページが一番活用されていると思い

ますが、もう一つは旅館からの情報、それからあとは口コミあたりも結構行っているんじゃ
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ないかなというふうに思います。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 担当課としては、いわゆる効果があったというふうに判断をされているような雰囲気なん

ですけれども、こういう事業というのはやっぱりそれなり、間もなく９年、10年になろうと

しておるわけですよね。年々予算は確かにふえていくわけですよ。そこら辺の判断の仕方な

んですけど、いわゆる観光客誘致施策としては目玉であったろうというふうに思うわけです

よ。嬉野がつくったら、翌年は武雄も真似してつくられたと、こういうことなんで、よそも

それなりにこういう事業を行ってきているのもふえてきているのも事実なんです。私は、や

っぱり検証して新たな施策、予算の中を違う予算に使ってもっと嬉野をＰＲできるようなこ

とを考えていくべき時期に来ているんじゃないかというふうに個人的に思っているわけです

けれども、そこら辺については担当課としてはどのように判断をされてますか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げます。 

 確かに議員おっしゃるとおり、平成８年からですので、もう10年になりました。確実に効

果は上がっていると思いますが、施策としてはやはり宿泊の団体が減っていく中で、一つの

売りとしてＰＲしていくには非常に旅館も中堅どころは特に助かっているということもござ

いますので、完全な廃止を今急にはなかなかできないところでありますけれども、少し見直

しをですね、ことしの３月議会からもずっと御意見があっておりますので、見直しをしてい

きたいと考えております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 いろんな関係する旅館組合等あられるわけですけれども、これがどんどん定着して確かに

年間通じてこういう団体の方が来ていただくならばかなり予算が膨らむというのは事実なん

です。それをどう見るかということなんですけれども、私は、一つは期間を限定して、例え
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ば、一番お客様の少ない１、２、３月とか、あるいは６、７、８月になるんですか。こうい

う対策、その時期にやっぱり営業戦略としていろんなエージェントとかあらゆるところに期

間限定だけれども、こういう取り組みをやってますのでという方向に変えていった方が、か

えっていい方向に行くんではないか。そして、額的にはもう少し見直ししてみるとか、そう

いう方向も検討すれば大きな効果があるかと思いますので、ぜひともそこら辺も踏まえて関

係団体との話もありましょうけれども、そこら辺ぜひ御検討をすべきじゃないかと思います

ので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 答弁は。（「答弁を」と呼ぶ者あり） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 今の御意見につきましては、当然それなりに恩恵を受けておられる旅館組合等もございま

すので、そういうふうな関係の方等含めて協議をさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 同じく33ページの観光マップについて二、三点わからない部分もありますので、具体的に

質問したいと思いますが、この嬉野市の観光マップに当たっては、観光産業としての起爆剤

になるようなマップが作成されると思いますけれども、この作成に当たって、商工会とか、

あるいは行政を含めてですけれども、旅館とか、そういう団体組織の中で構成されて作成を

されていくのか、それとも市単独で観光課で作成されていくのか、その点と、この作成に当

たってのマップの配布関係については、先ほどはエージェントとかお話しされましたけれど

も、何カ所ぐらいに配布をされておるのか、その点お尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げます。 

 基本的には、作成につきましては、まず市がマップをつくるわけでございますので、いわ

ゆる観光施設と言われるようなものを中心に作成をしていきたいと思います。ただ、御意見
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につきましては旅館の役員会とか、それからおかみの会あたりとも毎年交流をしております

けれども、おかみの会からもずっと御意見が出てまいっておりまして、そういう団体の方の

意見が今までずっとございますので、そういうのを考えながら作成をしていきたいと思いま

す。 

 それから、配布先につきましては、まず一番多くしているのが観光協会ですね。それから、

無料観光案内所というものを市内に20カ所程度設けております。それと、あとは注文があっ

たときとか、それから市役所あたりにも若干多く置いているというような状況でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 これは合同製作ではないというふうなことですけれども、やはりこの製作に当たっては、

つくる以上は充実した中身の濃い観光マップをつくるのがこの財政を投入するのは効果的と

思いますけれども、行く行くは振り返ってみて、やはり12月になったら各旅行会社等々は掃

除とかなんかする時期なんですが、いっぱいマップはあっても全部段ボール箱に入ったりな

んたりして本当に活用されているかどうかという実態を我々は見ております。職場の中でも

旅館からいっぱいマップが来て、12月の年末にはもうこれを全部処分せにゃいかんというよ

うなことで、うち嬉野市独自のマップだけではありませんので、よそからもたくさん来ます

ので、そういった分についてはやっぱりよそのマップに劣らない作成をするべきじゃないか

と思いますけれども、今回に当たっては、塩田と嬉野とをやはり合併したからそういった分

を合致しながら作成すると言われましたが、何部を今回の作成に当たって行われたのか、お

尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げます。 

 部数としましては２万部程度予定をいたしております。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 
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 ２万部ですね。それはそれぞれの地区に配布されておりますが、今までマップをつくって、

この前につくったのはいつごろつくってあるのかですね。そのマップは新たに合併したから

二つの町を象徴してマップをつくられると思いますけれども、今までそういった活用方法が

十分浸透されるのかどうか、その点お尋ねしたいと思いますが。追跡調査をされて、お客様

が嬉野にきていらっしゃったときに、そのマップを活用してやはり嬉野にお客様が来られた

かどうか、その点までお尋ねしたいと思いますが。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 実は、平成17年度が合併の協議がございました。それで、在庫がどうせ出るだろうという

ことで、実は17年度はほとんど増刷をしておりませんでした。それで、今までつくっておっ

たものを全部処理しようということで、17年度ほとんどしなかったという経緯がございまし

て、その影響がございまして、今回18年度始まった途端に、100部単位ぐらいで要求に来ら

れますけれども、それが全く不足してしまったということで、ほかのこういうふうなマップ

をいろいろ検討していく中で、もう時期的に間に合わないような状況で、次から次に見えら

れたということで、大体年間に要求としては２万部ぐらいあるもんですから、ちょっとその

辺が少し予測を見誤ったところがございます。それで、今回こういうふうな予算組みをして

おりますけれども、実は増刷に対する要求がどれくらいあるのかというのが、少し見当が違

ったという関係で、12月の補正をせざるを得なかったという状況でございます。ですから、

以前は16年度でほとんどしております。そして、17年度してない。18年度、今回４月に１万

部ずつの増刷、そして10月にまた１万部ずつの増刷というふうなことで当面対応をしてまい

りました。 

 配布した先でどれくらいそれを持ってきて活用が実際できたかというのは、なかなかそれ

は非常に把握が難しいということで、今のところちょっとわかりません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 35ページもよかですね。土木費の河川総務費、負担金、水辺空間整備事業、これ県営事業

で、たしか当初11,500千円のあれで、負担金が6,500千円今回減額ということでありますが、
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これは要するに県営事業に対して市の持ち出し、負担をしてくださいということだというふ

うに理解をしているんですが、場所等は温泉公園のところだというふうに私は思っているん

ですが、これ聞いておりませんけど、ここのいわゆる6,500千円減額負担をされたというこ

とは、県の方が事業を小さくしたのか、あるいは県の方が事業自体はそれだけやるんだけれ

ども、市の負担金は少なくていいですよということなのか、そこら辺の説明をお願いしたい

というふうに思います。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（山口克美君） 

 お答えを申し上げます。 

 35ページの河川総務費の負担金で水辺空間整備事業（県営事業）、今回6,500千円の減額

をさせていただいております。 

 この水辺空間創出事業につきましては、ただいま御質問の中にもございましたけれども、

温泉公園周辺の水辺空間を住民参加による協働作業により、地域に親しまれる自然豊かな

施設として整備を行うもので、県営事業として実施をしていただくことになっております。

この事業の総事業費につきましては50,000千円が上限となっております。17年度に設計委

託料として4,000千円既に執行をされております。18年度当初予算編成段階におきまして

は、単年度で事業が実施されるものとの前提で、残りの46,000千円に対する市の負担金、

負担率は25％でございますが、その額として当初11,500千円を計上させていただいておりま

したけれども、県の予算編成の都合上、２カ年の継続事業ということで、19年度の事業費配

分額26,000千円に対する負担金6,500千円、これを今回減額するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 そしたら、これは当初は単年度での事業だというふうに市としては判断をしていたと。そ

れが、県としては２カ年のことになったということだと思うんですが、これは一方的に県の

方からそういうふうに言うてきたわけですね。市の方がちょっと待ってください、来年度ま

での２カ年としてやってくれませんかというお願いをしたということではないわけですね。 
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○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（山口克美君） 

 お答えを申し上げます。 

 これは市の方からそういうふうな申し入れをしたことではございませんで、あくまで県の

予算編成の都合上ということでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 内容については今、田中議員の方から質問の中でわかったんですが、来年度でこの事業が

終了するわけですよね、県営事業としてはですよ。これ当初の計画の中にトイレとかなんと

かも計画としてはあったと思うんですよ。そういう事業まで一応県の方は見ていただくのか。

そういう事業については入ってなくて、それは今度嬉野市の方で見なければいけないのかと

いうところがあると思うんですが、県がどこまでやってくれるのか、あるいは嬉野市がこの

後この事業を引き継いでどういう整備が必要なのかというのを御説明いただけますかね。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（山口克美君） 

 お答えを申し上げます。 

 この水辺空間整備事業につきましては、旧嬉野町時代にまちづくり推進研究会というもの

がございました。そこと鹿島土木事務所を中心に平成16年の10月から平成17年の３月までの

間に６回のワークショップを開催されまして、大体そこで整備方針についての意見集約がな

されております。それに基づきまして、先ほど申し上げましたが、17年度に実施設計をなさ

っております。 

 事業の内容でございますけれども、まず18年度が舗装の撤去、切り盛り土等の場内整備、

それから張り芝、転落防止さく、あるいは障害者用の駐車場及び園路の設置、それとベンチ、

これ７基予定してございますが、それから水飲み場、これは１カ所でございます。そういっ

た園内の施設を整備することになっております。 
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 19年度の事業内容につきましては、トイレ１カ所、それから照明施設の設置、これ４基と

聞いております。その他ブロック塀等の修景整備を行うということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ある程度トイレとか照明関係も県の方でしていただけるということですが、今のところで

いけば、そうした嬉野市が単独としてこの水辺空間事業の後を引き継いで何か整備するとい

うところがあるのかないのかですね。 

○議長（山口 要君） 

 企画課長。 

○企画課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 今、部長が説明いたしました以外に単独で市の方が手出しをして工事をするということは

ございません。ただ、ここの公園については地域の方々で管理運営をしていくということに

なりますので、維持費関係が今後は発生するとは思いますけれども、単独で工事費を出すと

いうことはございません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 先ほどの部長の答弁の中で、ブロック塀の修景、景観に関する修景というお話が出たわけ

ですね。背面の方には民家があるわけでして、そのあたりをどういうふうにされるのかとい

うのはちょっとまだ私としてもイメージがわかないわけですが、そのあたりについては県と

十分論議はされているとは思うんですけれども、今年度の事業の完了後再度このあたりの修

景に関しても十分な打ち合わせをしていただきたいなと。やはりこれから古湯という一つの

事業が始まったときに、あそこの中の一体的に取り扱いの中で、民地の家屋の壁とかやっぱ

り塀なんかがかなり目立ってくると思うんですよ。だから、そのあたりを十分打ち合わせを

していただきたいとお願いしておきます。答弁は要りません。 
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○議長（山口 要君） 

 答弁いいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑ありませんか。副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 所管で申しわけありませんが、委員会のときの私の聞き落としかもわかりませんが、１点

確認の意味でお聞きしたいと思います。 

 ガイドマップの件で、先ほど一ノ瀬課長から料飲店組合のマップについてお話がありまし

たが、多分委員会ではその話が出てこなかったのじゃないかなと思いまして、その料飲店の

マップについて市の補助あたりがあったのか、お尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 あくまでもこれは団体が作成をされております。市がお手伝いをしたのは、位置図とか、

そういうほかの施設関係との調整をどうするかとかいう、そういうサポート的な応援をずっ

としてきております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 それでは、経費の負担は全然なかったわけですね。確認です。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 ございません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 先ほどの神近議員の質問に関連ですが、実は私たちリーディングの審議会であそこの古湯

のところを見に行ったんですが、そのとき感じたんですが、確かに水辺空間で公園は整備さ
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れようとしておるわけですね。しかし、あの反対側、いわゆる古湯が建っておった、今、空

き地になっておりますが、あの下の方、右岸から見て左岸の方を見たときに、先ほどちょっ

と触れられましたが、余りにもあそこは見た感じが、非常にあそこを見たときにもう来たく

ないというようなそういった感じを持つような景観になっておるわけですね。塩田川の公園

をつくられる左岸の方は水深もあるようですし、また切り立ってもおりますが、あそこ左岸

の方のいわゆる整備計画、あそこに井堰があって頭首工がありますね、水門が。あそこらあ

たりまでの整備計画はあられるのか、あるいはあそこのいわゆる審議会が立ち上がっており

ますが、ああいったところも含めて今後あそこら辺を整備しないとどうしてもイメージ的に

悪いなあと思うわけですが、そういった計画をお持ちなのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 企画課長。 

○企画課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 今の御質問は公園の対岸の方ですね。古湯を建設する側の方だと思います。あそこをちょ

っと直に水が当たるところでもありますので、河川の方はまた県の方にお願いして改修を急

いでやっていただきたいという要望をしたいと思います。 

 それと、その後の質問については、そのちょっと上のあたりの石垣とか民家がありますの

で、それからのちょっと下排水が流れているというようなこともございまして、ちょっと汚

いような状況になっておりますので、その辺も含めてちょっとどういうふうな整備がいいの

か、またリーディング委員会の中でも協議をお願いしたいと思います。どちらにいたしまし

ても古湯を再建しますので、それが見劣りしないような周辺の整備も必要となります。もち

ろんいろんなほかの審議会、まちづくり研究会以外でもいろんな人にやさしいまちづくりと

かそういうグループもでき上がっておりますので、そういうところとも研究を重ねて、景観

のいい状態にしていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 やっぱり嬉野のまちの中で川べりというのは、あそこら辺が一番手入れが必要じゃないか
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なと思うわけですね。そういったところでせっかく観光に力を入れるなら、ああいったとこ

ろも散策して、やっぱり見たときにもう少し何とかならないかというような現状であります

ので、ぜひそういったところも早急に整備をお願いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 答弁は要りますか。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで第７款．土木費までの質疑を終わります。 

 次に歳出、37ページから44ページまで、第８款．消防費から地方債の調書補正までの質疑

を行います。質疑ありませんか。芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 41ページの伝建標識・説明板作成、これを説明していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 お答えいたします。 

 伝建標識、当初予算で3,500千円程度の看板を予定いたしておりました。それに説明板の

内容でハングル文字と英文字を入れた方がいいんじゃないかという県、文化庁等の指導が

ございまして、それを加えるということで81千円の増額補正をお願いしております。全体

で100千円の国庫補助予算になったわけなんですが、事務費と現計予算の中の分を19千円充

当いたしまして、今回81千円の分をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 ハングル文字と英文字を入れていただきたいということで質問いたしました。というのは、

以前からこれ私ずっと言ってきてましたけど、県の唐津地方は英文字とハングル文字が入っ

ています。結構、田舎の説明板もインフォメーションボードも二つ入っているので、田舎で

もすごくいいなあと思いました。それで、嬉野市はたしか韓国の子供たちが結構交流があっ
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ているので、クリスマスのときには韓国の子供たちがたくさん来ていただくので、ハングル

文字はもうアンニョハセヨぐらいしか知らないんで、ぜひお願いしたいと思っていました。 

 それと、佐大の留学生に来ていただいたことがありましたので、やはり英語で書いてある

と助かるんです。それで、ぜひしていただきたいと思って質問いたしました。ただ、伝建標

識じゃなくて、この伝建地区にかなり文化財がありますので、文化財の方もこれをお願いし

たいと思っております。 

 それと、以前、活性化事業で文化財の標識板を立てていただいたんですけど、単に木の標

識板で、何年もてるかなあという感じだったんです。佐銀の前の札ノ辻と常在寺の中段の地

蔵さんと３カ所していただいたんですけど、だから、どっちかというと20年か30年か１回つ

くればもてるような標識をつくっていただきたいと思うんですけど、今後そういうふうにお

願いしたいんですけど、どうでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 全体事業費の中で伝建事業にのっていく部分と看板が必要な部分、今ここでやりますとな

かなか即答もしづらいんですが、できるだけそういう配慮をしながら進めていきたいと思い

ます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 済みません。伝建事業でなさる説明板はぜひ英語とハングル文字を入れていただきたいと

思います。ぜひお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 答弁は。 

○10番（芦塚典子君） 

 もう一回いいですか。 

 先ほどは、この伝建の分の標識だけの英語とハングル文字なんですけど、今後、説明板に

もですね、伝建地区にいろいろ立てられると思うんですよ。いろんな史跡があるので、その

史跡を英語とハングル文字をお願いしたいんですけど。 



- 432 - 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 文教常任委員会の折にもそういった御指摘をいただきまして、中国文字も加えることがで

きないかという今回御指摘をいただきました。ただ、現在進めておりますのはハングルと英

文字というふうなことで、３カ国語含めたところで複合的な組み合わせ等を検討しながら進

めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 消防費についてお尋ねいたします。消火栓の…… 

○議長（山口 要君） 

 何ページですか。 

○６番（副島孝裕君） 

 37ページ、消防費についてお尋ねします。 

 説明のときに塩田地区畦川内の地上式を地下式に変更ということで承りましたが、これは

基本的には塩田地区は地上式を採用されてこられましたし、嬉野地区においてはほとんどが

地下式ということになっておりますが、この辺の変わった経緯についてお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 お答えします。 

 地上式の消火栓につきましてはどうしても私有地の方に入ってまいります。地下式ですと

道路に設置が可能ということで公共用地等に設置できますので、個人の都合によって消火栓

の移設とかなんとか現在でも発生しております。今後は、塩田地区についても地下式にすべ

て変更していこうということで決めております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 
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 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 その件に関しては初めてお伺いしたわけですが、これが例えば、地上式を地下式に変更す

るとなれば相当な経費がかかると思いますが、その辺の経費面、それからやはりこれは一長

一短がありまして、やはり地上式がいい部分、例えば、設置箇所が非常にわかりやすいとか、

我々現場の消防団についてはその辺も言われます。ただ、嬉野地区についてはもうほとんど

のが地下式ということで、我々は場所についてはほとんど抵抗はなかったとですけれども、

両町消防団が一緒になって今、嬉野市の消防団になって消火栓についてのなかなか入り込ん

だ話はしておりませんが、ひょっとすれば塩田の消防団の幹部の方々は地上式を採用されて

こられましたので、その辺の現場の消防団あたりと十分協議をする必要があると思いますが、

その点お伺いします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 地上式の消火栓がほとんどですが、老朽化によってかえるやつが大分出てきております。

この分については地下式に変更していこうということにしておりますが、地元の住民の方が

どうしても地上式ということになれば地上式をはめざるを得ないと思っております。ただ、

その場合には私有地にはめますので、一応借地料については無償ということで、市役所から

お支払いするということはしないということで今までやってきておりますので、今後もその

方針でいきたいと思っております。 

 それから、消火栓のホース格納庫ですね。これはどうしても私有地の方に設置せざるを得

ませんので、その辺は地区の方の御了解いただきながら、消火栓の本体だけはなるべくなら

公有地にはめていきたいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 消防団は。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 消防団につきましては、その都度設置場所について地元の部と協議を進めながらやってい

きたいと思いますので。 
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 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 じゃ、最後の質問。ただいまの件に関してはあくまでも地下式に移行したいと、そういう

お考えなのかの確認。それから、やはりそういう先ほど言われたホースの格納施設について

は、ほとんど住民の方がそこに私有地だから使用料をというようなお話はまずないのではな

いかと思いますが、その辺を最後の質問でお聞きします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 地元に設置しております消火栓につきましては、市の方に借地料という請求された例はあ

りません。ただ、地元の方で、お世話になっているということで幾らかの謝礼を払われてい

る場合はあります。その辺についてはまだ市の方ではつかんでおりませんが、地区によって

それぞれ対応が異なっていると思います。 

 以上です。（「いや、基本的には地下式に移行する」と呼ぶ者あり） 

 基本的にはもう地下式に移行するということで行きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 その場合、各部に地下式のあのハンドルなり立ち上げのノズルは何というかな、地下式か

ら上に立ち上げの部分の器具の名前、パイプは。ちょっと名前は失念しましたけど、そうい

う分については各部に配布は今までの嬉野消防団同様に塩田地区の消防団にもすぐ予算措置

はしてあるんですか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 現在、塩田町内には地下式の消火栓が３カ所ぐらいあったかと思います。地元の部にはそ
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ういう配置整備しております。今後、各部に整備をする必要があると思います。ただ、地下

式の消火栓がどれくらい今から進んでいくか、それによって整備状況によって地元の部には

必ずそれは配備せざるを得ないと思いますので、今後の進捗状況に合わせて整備していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 地元部はそれよりか自然水利のいいところにもっと部署せにゃいかんわけよね。よそから

来た人たちはおおむね消火栓に行ってもらうわけですよ、普通。消防団の作業するとき。だ

から、地元部というふうなことじゃなくて全部の部が持っておかなきゃ意味がないと思うん

ですよね。どうでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 まず火災現場に一番先に着くのが地元の部だと思うんですよ。初期消火ということで多分

地元の部が行くと思いますが、全部が、嬉野は持っていらっしゃいますので、塩田の部が今

二つか三つぐらいの部しか持ってないと思います。確認していませんが、ほかの部も逐次整

備するようにいたしますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第174号の質疑を終わります。 

 次に、議案書45ページから51ページまで、議案第175号 平成18年度嬉野市国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）全部について質疑を行います。質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 48ページですけれども、歳入の方です。一般会計繰入金の部分ですけれども、事業運営安

定化基準超過費用額共同負担金繰入金が11,235千円計上されておりますけれども、この間の
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説明については、旧嬉野町が非常に医療費が高いということで（発言する者あり）塩田です

ね。ごめんなさい、失礼しました。塩田の方が高いということで、著しく高い町に繰入金と

いうようなことで負担があっておりますので、この件について全県下でどのくらいの地区が

この繰入金の負担金に該当する町なのかですね。基準額はどれくらいなのか、その点含めて

お尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後２時42分 休憩 

午後２時44分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 まず、市町村の数ですかね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 先ほど議員がおっしゃった16年度の分なんですけれども、７カ所──７保険者ですね。７

保険者となっております。（「具体的に、それまで」と呼ぶ者あり）市町村名ですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）多久市、鳥栖市、16年度ですので、神埼町、三田川町、北茂安町、

三根町、塩田町の７カ所になりますね。 

 それからあとは、これが基準というですか、地域差指数とございまして、1.14を超えると

いうことで、このときに塩田町が1.175（437ページで訂正）となっておりまして、これに該

当したということになります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 全県下では７地区、塩田地区も入っておるわけですけど、嬉野についてはそう医療費は高

くないだろうと思うけど、嬉野に当たっては、参考のためにお尋ねしますけれども、どのく

らいの位置に当たりますかね。 
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○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 ちょっとさきの答弁で、塩田町が1.175と申し上げましたけれども、16年度については、

済みません、1.168に訂正方をお願いいたします。 

 済みません、ちょっと再度お答えを訂正させていただきます。 

 塩田町が15年度から医療費が高いということで、この指定を受けております。さっき申

し上げました1.168というのは平成15年度でございました。平成16年度は当初申し上げま

した1.143となっております。 

 嬉野町の方がちょっと市ではないんですけれども、平成18年度の嬉野市の数値でよろしい

でしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）済みません。嬉野市の平成18年度で1.101でござい

ます。そういうことで、18年度は該当しませんので、２年後の20年度にはこういうふうな共

同負担金が発生しないということです。17年度までが該当いたします。そして、19年度まで

この共同負担金が発生をいたします。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 嬉野と塩田地区と合わせて塩田の方が1.168というけれども、どのくらいの基準平均が全

県下で示されるのかですね。その数値に当たっては、どういうふうな算定のもとでされたの

か、そこんたいまでお尋ねしたいと思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えになりませんけれども、ちょっと今これに該当したところの指数しか資料を持ち合

わせておりませんので、後だって報告させていただきます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 質疑なしと認めます。これで議案第175号の質疑を終わります。 

 議案審議の途中ですが、ここで３時まで休憩をいたします。 

午後２時50分 休憩 

午後３時   再開 

○議長（山口 要君） 

 それでは、休憩前に引き続いて議案質疑を行います。 

 議案書52ページから63ページまで、議案第176号 平成18年度嬉野市農業集落排水特別会

計補正予算（第２号）全部について質疑を行います。質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 55ページの債務負担行為という第２表がありますけど、この中でゆうゆう水洗化奨励金で

すかね。これが農業集落と公共下水とは全く年数が違うことがありますけど、中身は全く私

たちは知りませんので、担当課の方で詳しくゆうゆう奨励金の中身、それから年数がなぜ二

つが違うのか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 ゆうゆう水洗化貯金制度の公共下水道と農業集落排水事業の中身の違いということですけ

ど、まず、ゆうゆう水洗化貯金というのは、供用開始をいたしまして３年以内に接続をして

いただくのがまず農業集落排水事業も公共下水道も原則となっております。その接続をしや

すいために３年以上継続をいたしまして積み立てていただいた場合に、工事費、あるいは積

立額のいずれか多い額の２％を奨励金として市から交付する制度でございます。その２％に

つきましては最高が限度額で1,000千円の20千円というふうなことで設定をしております。 

 それと、これは農業集落排水事業の予算でございますので、平成23年度から26年度までと

いうことになっておりますけど、この債務負担行為につきましては五町田・谷所地区の債務

負担行為をお願いするものでございまして、五町田・谷所地区が平成23年度に完了予定でご

ざいますので、その３年間の間に接続をしていただいた方に奨励金としていずれか低い額の

方を交付するというふうなことで、今回23年度から26年度までの債務負担行為をお願いして

いるものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 これ途中で、積み立てをして確かにしていきよったと、家庭の事情によってやめたと、そ

うした場合は、いわゆる解約で全く奨励金の対象にはもちろんならんと思いますけど、そう

いう点も例えば、半分やめれば２分の１はもらうと、ちかっともらうと、そういうふうなこ

ともありますか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど御説明申し上げましたように、３年以上を積み立てていただいておりましたら、途

中で解約をされてもその計算書を持っていただいて、接続時に申請をしていただければ該当

するというふうな制度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 54ページに戻りまして、事業費と公債費とありますけど、これは恐らく…… 

○議長（山口 要君） 

 ちょっと待ってください。また別な質問になるわけですね。（「今ちょっと済みましたけ

ど」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩します。 

午後３時４分 休憩 

午後３時４分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開いたします。 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 
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○19番（平野昭義君） 

 54ページですね。事業費ですね、いわゆる合計が230,000千円余りと、それから公債費が

１億幾らで、396,000千円ぐらいで今事業が進められていきますけど、五町田地区の終末処

理場は１カ所と聞いておりますけど、そういう点について、五町田地区の全容についてこの

農業集落をちょっと説明してください。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 ページ数は54ページということでございましたけど、質問につきましては五町田地区の全

容というふうなことで理解しましたので、五町田・谷所地区につきましては、本格的に工事

が始まるのは平成19年度から本格的に工事を始めたいと思っております。完了が、先ほど申

し上げましたように平成23年度の完了を見込んでおりまして、今回お願いしている補正の組

み替えでございますけど、18年度にも若干50,000千円程度の管路工事を発注したいというふ

うに考えておりまして、完全に五町田・谷所地区が完了するのは先ほど申し上げましたよう

に平成23年度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 五町田地区も昔の五町田村ですから、大分面積も広いですけど、その中でまず１カ所で終

末処理場を見た場合には、いわゆる流水的にいけばいいですけど、場合によっては馬場下の

今の処理場は町部は全部自然に上っていくわけですね。上らにゃいかんわけ。ですから、ポ

ンプをはめてポンプアップするというかね、そういうところもありますので、全部流水でい

く場所は恐らく下の牟田か福富かと思いますけど、そういうところに最後の終末処理場は予

定は考えておられますか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 
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 処理場の位置につきましては中ほどに計画をしておりまして、五町田・谷所地区というの

が当初の計画では２地区になっておりましたのを１カ所にというふうなことで、工事費の縮

減を図ったものでございまして、ポンプ数についてはまだこれからということですけど、基

本的には平たん部、五町田地区につきましては真空方式ということで吸い上げ方式、それか

ら谷所地区につきましては勾配がございますので、自然流下方式というふうなことで、おお

むね大体そのようなことで事業を進めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 今初めて聞きましたけれども、真空方式といえば恐らく何か空気圧を逆にした流れと思い

ますけど、馬場下地区では途中で中継ポンプがあってずっと押し上げていると聞いておりま

すけど、真空方式というのはどういうふうな形の機械ですか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 自然流下方式につきましては１カ所ポンプで寄せて、真空方式につきましても平たん部で

真空にいたしまして吸い上げる方式で、真空ステーションというふうな施設を設けまして処

理場に圧送するというふうな方式でございまして、大体、平たん部の勾配のとれない部分に

つきましてはこのような方式が採用されておりますので、五町田・谷所地区の五町田の平た

ん部につきましてはそのような方式で計画をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「もう一回よかですか」と呼ぶ者あり） 

○19番（平野昭義君） 

 ちょっと関連ですから。その機械は馬場下地区ができてから今数年になりますけど、いつ

ごろその機械は発明されたか知りませんけど、その方が維持費的とか、あるいは将来的に見

て、私はいいように考えますけど、いつごろその機械があるメーカーから出ましたか。 
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○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 その真空方式の機械がいつぐらいからかということで、資料を持ち合わせておりませんの

で、後だって正式に御報告を申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後３時９分 休憩 

午後３時９分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開いたします。 

 関連。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 今の質問の関連なんですけれども、今回処理場計画地ですね、としたときに、谷所地区が

今言われるように自然流下方式で多分いけると思うんですよね、地形から考えまして。五町

田地区は平地だから一応ポンプ方式ということなんですが、五町田地区はかなり面積広いで

すよね。なかなか五町田第一、第二、第三という地区系が私はちょっとなかなかまだ理解が

できないところがあるんですが、一番集中しているところ、今度一番最初にされるんじゃな

いかなという区域があるんですが、あの区域と処理場との高低差でどれぐらいあるとですか。

今のＪＡのある地点ぐらいを考えて。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 正式な資料がございませんけど、地形的に私もそう詳しくはないですけど、ざっとして、

多分処理場の予定地が若干低いかなというふうな感じを持っておりまして、正式にどの程度

の高低差があるかにつきましては、ちょっと今この場でははっきり答弁はできかねます。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 今の処理場の建設予定地ですよね、あれを結局、鹿島川沿いにずうっと持っていって、鹿

島との郡境ですよね、そこに仮に処理場を持っていったときの高低差と、今実際ここにつく

ろうかという処理場の計画地ありますよね。こことの高低差によって結局、五町田の今の集

落地との高低差がどれだけ変わるかという考えもあるわけですよね。管路計画でいけば多分、

今の処理場計画地からすれば鹿島川の一番下流地、郡境のところにいけば多分管路としては

若干、約１キロまでないぐらいの総延長になるんじゃないかなという気がするわけなんです

が、そのあたりの比較というのがされたのかなという気がするわけですよ。 

 今、私の手元にある資料でいくと、処理場の建設予定地というふうな形でうたってあるわ

けですよね。これちょっと話ずれますけれども、嬉野の公共下水の今寺地区にある公共下水

道の処理場、あれも結局、あれは一番終末じゃないんですよね。式浪・三坂地区を考えれば

もっと下流側が一番適任であったわけですよ。いろんな諸条件の中であそこにつくられたん

でしょうけれども、だから今回の五町田・谷所地区のこの処理場計画地というのは、そのあ

たりまで加味されて、もうランニングコスト関係まで含めた中でここが一番最適であったと

いう決定の中での位置だったのか、そのあたりわかりますか。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 ただいまの御質問でございますが、確かに一番下流ではない地区に石垣地区といいますが、

その地区に処理場を建設予定してございます。これは一応、その協議会の中でのお話し合い

もあったことだと思いますけれども、計画的にやはり谷所地域のいわゆる平山地域とか、あ

そこのあたりがかねて水不足が慢性化しておりまして、あそこの方に処理水を回すという計

画もございます。いわゆる平山地区といえば逆に上ったところでございますが、谷所地区に

処理水を流してかんがい用水として利用するというような計画もあった関係もございます。 

 そして、先ほど下水道課長が申し上げました真空方式にすれば、逆に低い方からでも処理

水を吸い込んで処理ができるというようなメリットもあるわけでございまして、そういうも
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のを利用して今後処理場に運ぶという計画になっておるようでございます。既に真空方式に

つきましては白石町、大町町とか、いろいろそういった既に利用されておる先進事例として

あっちこっちにあるわけでございまして、そういったものを勘案して今回決定されたものと

いうふうに理解をいたしております。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 今、助役が言われた分の平山地区への復元水ですよね。そういう事情もわからないでもな

いですよね。でも、真空方式、あるいは今現在使われているポンプ方式ですね、あくまでも

これは機械による圧送なんですよね。ということは、常にそのあたりについての電気料、あ

るいはポンプに対するランニングコストというものを常に、結局、半永久的にかかってくる

わけですよね、新しい施設をつくらない限りは。という中で、一番ランニングコストがかか

らないのは、やはり自然流下方式というのが一番自然であってお金がかからないわけなんで

すよ。そういう中で、平山地区ということはわかりますが、それはあくまでも農繁期の一番

水の要るときだけの話じゃないかなという気がするわけですね。というのは結局、田植えを

してその一、二カ月の間だけでしょう、要はですね。だから、それが仮に500メートル延び

ようが、600メートル延びようが、ただ管路延長が延びるだけであって、余りそれが処理場

の位置に関係するとは私は考えにくいんじゃないかなと思うわけですよ。将来的なランニン

グコストを考えたときに、やはり処理場の位置というのは先ほどから言いますように一番下

流地の方に持っていって、なるべく真空ポンプであろうが、圧送ポンプであろうが、なるべ

く箇所数、あるいは延長数を減らしていくべきだと思うんですよ。将来を考えればそれが一

番最適だと思うんですよね。だから、もうこれは決定になっているわけですね、処理場につ

いては。そのあたりどうなんですか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 処理場につきましては、ほぼこの位置で決定をしております。それと、将来にわたって自

然流下方式、真空ポンプ方式のランニングコストということで今御質問を受けておりますけ
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ど、五町田地区が真空方式ありきじゃなくて、できる限り自然流下方式で採用できる分につ

いては自然流下というふうなことで思っておりますので、谷所地区も自然流下ありきじゃな

くて、両方の一番いい方法をということで現在作業を進めておりますので、将来的にわたっ

ての比較検討等も一応今検討をしている段階でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 ちょっと関連するような質問で申しわけないんですけれども、今回、五町田と谷所ですか、

農排が行われるわけですけれども、大草野地区、これについては非常に関連する質問でいけ

ないんですが、農排でやられるのか、あるいは現状、旧嬉野町の公共下水道、これを取り入

れていかれるのか、予算との関連いろいろあるかと思いますけれども、そこら辺については

どのように市長、担当課、どちらでもいいですけど、お考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 一般質問でもお答え申し上げましたけど、あと懸案の地区が大草野地区、それから北志田、

南志田、久間地区ですね、まだ幾らかあるわけでございまして、それを今年度予算をいただ

いて総合的な上水の計画ということもつくっております。それの結果次第ということになり

ますけれども、今御意見ありますように、一番効率的な形でやっていきたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 効率的といえば、素人で見てもいわゆる大草野地区は公共下水道を嬉野町は拡充していく

という形でいった方がより効率的だというふうに思うわけですけれども、答弁難しいでしょ

うけど、そのように判断してよろしゅうございますか。 
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○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 データとしてはっきり出てくると思いますので、それは後ほど御報告もできると思います

が、私は以前、公共下水道と農集と、それから合併浄化槽と比較検討した段階では、公共下

水道の方が最終処理まで考えた場合にはいいんではないかなと思っております。ただ、今検

討しているところですから、断定的なことは申しませんけれども、慎重にやっていきたいと

思います。 

 以上でございます。（「終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 61ページに行きたいと思います。 

 ここの中で一般管理費、施設管理費、また五町田・谷所地区農業集落排水事業費という３

項目があるわけですが、この中で公課費、委託料は今回減になっていますね。歳入の中でも

減になって、これはかなり下水道課の職員が努力をされて、水道課職員の徴収関係を下水道

職員がやると。それに伴う減ということで大体お話は聞いているわけですね。これに対して

は職員の皆さんに今後とも頑張っていただきたいと、いい仕事をやられているなというまず

称賛を送りたいと思います。その中で３項目め、これもかなり減額をされているわけですよ。

そのかわりに工事請負費の方に科目が変わったと。測量関係の委託関係を50,000千円減額さ

れて、その50,000千円分は工事請負費と収入に上がってきているわけですね。この点につい

ても多分職員の努力というふうなことは聞いているわけですが、この努力について御説明を

お願いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 職員の努力と、これは委員会の折にもそういう説明をいたしております。それと、最終的
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には入札減も含んだところでの減額というふうなことでございます。まず、当初予算段階で

のこの委託料の見直しを行っております。それによりまして、まず地形補整ということで、

当初予算段階では都市均衡ということでしてありましたのを、都市均衡は必要ないというこ

とで高地の地形に変更をしております。それと、横断測量につきましては間隔を25メートル

から50メートルに変更をしております。それから水準測量、水準点設置につきましては延長

がかなり長いということで、歩掛かりの補正を行っております。それから、地質調査につき

ましては、当初予算では37カ所のボーリングということで上げておりましたけど、これにつ

きましてもいろいろ打ち合わせの結果、地区に満遍なく配置をいたしまして、13カ所という

ことで、まず当初予算と、それからそういうふうないろいろな補正をした結果、予算的には

31,000千円程度その精査で落ちております。それと、実際発注をするときに約20,000千円程

度、落札率が84％程度で落札をしていただいておりますので、それで約20,000千円程度落ち

ておりまして、合計で50,000千円程度の委託料に不用額が生じたと。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 当初予算からすれば大分精査をされたということでわかってまいりました。その中で50,000

千円工事の方に回されたわけですね。これは前々から谷口市長が町長時代のときからずっと要

望というか、言ってきたのが、結局、今回公共下水と農業集落排水という２本立ての下水道化

ですよね。そういう中で農排は６年間の事業、公共下水は平成30年近くまでの長期にわたる事

業という中で、職員育成をもっとさらにすべきじゃないかということをずっと訴えてきたわけ

ですよ。というのが、今回もこのあたりを結局職員がある程度することによってかなり委託料

が減にもなってきたと、大体ですね。そのあたりを考えたときに、やっぱり専門的な職員が

２人、あるいは３人育成されることによって今後まだ久間地区、あるいは大草野地区がどう

なるかわかりません。でも、そのあたりについての管路設計というのはある程度職員ででき

ると思うんですよね。縦断が厳しくない限り、あるいはポンプ圧送関係が出ない限りは、自

然流下であればある程度の設計関係は職員でも大体判断ができてくると思います。そうすれ

ばかなり委託料関係も今後減らしていくことができると、職員で対応していけると、そうい

う気がするわけですよ。今の職員の中でやはり専門的な職員を今後まだ２人、あるいは３人
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ぐらい育てていく必要があるんじゃないかなという気がするわけですが、そのあたり、これ

は課長、部長に聞くよりも市長の方に聞いた方が適切かと思うんですが、その点いかがです

か、市長。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 全体的な人員配置の課題もありますけれども、以前の議会でのいろんな御意見等もいただ

きまして、確かにそういう答弁をいたしましたし、私たちも努力をしていきたいという話を

しております。そういうことで、非常に採用人員が少ない中では非常にやりくりしながらで

はございますが、若手の職員と準若手といいますか、それを今継続的に配置をいたしており

まして、できるだけ専門的な知識を持つように努力をいたしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 市長の答弁のとおり、若手と準若手といいますか、中間職ですね、ということで割と専門

職的な育成をされているのは存じております。でも、彼ら以外に結局それを引き継ぐ若手と

いうものがまだ育っていないのが現実なんですよ。だから、これから嬉野、また塩田地区、

大きなこういうふうな事業を進める中で、やはりそのあたりは人事削減とかいろいろ課題が

あるでしょうけれども、やはり配置すべきところにはやはり職員を配置していく。職員を少

なくすること自体は財政改革じゃないんですよね。財政課にしろ、福祉関係にしろ、人材が

要るべきところにはやはり専門的な職員を配置していくこと自体が私は財政改革だという気

持ちを持っているわけですよ。だから、財政改革と言いながらでも人的配置というものには

やっぱりいろんな職場の専門的な職員を育てていくという考えの中で今後とも取り組んでい

ただきたいと、そのように思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 そういうことも踏まえまして、準若手と申しましたけど、入って間もなくのも配置をして

いるところでございまして、また例えば、福祉関係におきましても今回、福祉事務所を設置

したわけでございますが、やはり年代を考えて県の方に派遣して研修を積んで帰ってきてお

るところでございます。そういう点で非常に財政的にも人員的にも厳しいわけですけれども、

やはり必要なところといいますか、今御意見のように専門的に相談業務を受けるところとか、

またテクニックが必要なところにつきましては、できるだけ私どもの職員で対応できるよう

に努力をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 61ページにまた戻りますが、お尋ねしますが、石垣地区に終末処理場が計画をされており

ますが、その終末処理場の処理水の放流ですか、どこに放流されるのか、処理水の放流、こ

れを教えていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後３時29分 休憩 

午後３時30分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 済みません。ただいまの御質問ですが、一応放流先としては鹿島川になると思います。あ

と、いわゆる還元用水として利用される分については一部、先ほども言われましたけれども、

田植え時期とかかんがい用水が必要なときにおいては平山地区に還元するというようなこと

が計画されておるというふうに思います。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 
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○17番（田口好秋君） 

 今、鹿島川と言われましたが、処理場から鹿島川にどうやって放流されるのか、そこのと

ころを私は聞きたいんですよ。というのは、馬場下の処理場をつくるときに塩田川に放流と

いう計画が当初されました。私は反対したんですが、いわゆる塩田川にあそこの処理水を流

すとすれば処理水を全部ポンプアップしなくちゃいかんわけですよ。だから、今聞いている

のはそういうことをされるのか、それとも処理場の近くのいわゆる用水路あたりに放流をさ

れるのかで物すごいコストが違うんですよ。そこを聞きたいんです。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 ただいまの御質問にお答えいたしますが、処理場から鹿島川に放流する場合に、今既に樋

門か、用水路の排水口か、ちょっとあるかないかもちょっと今のところ私自身存じ上げてお

りません。もしないとすればポンプアップして放流するということになろうかというふうに

思いますけれども、ちょっとそのあたりは私自身余り把握をしておりませんので、後ほどま

た聞いていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 今、西村議員と深村議員の方から水路ということを話をされております。それが一番ベス

トなんですよ。今言われるように鹿島川に放流するとなればすべての処理水をポンプアップ

しなくちゃいかんという形になろうかと思います。そういうことで、ぜひ水路に放流するよ

うな形をしないと、もうずっとこれはポンプ代がかかるわけですから。それは確かに真空式

ですから、いつもかかるわけですね。真空式も一長一短あるわけですよ。福富とか有明の牛

屋地区とかやっておられる。私も見に行ったことがあります。それは平たん部でしようがな

いですけど、処理水だけはできるだけ自然に水路に放流して、そこではお金がかからないよ

うな方向でやっていかないと、集めた水を処理してなおかつまたポンプアップしなければな

らないと。それは確かに平山地区に干ばつのときにはやられる計画はあるかもわかりません。

しかし、それはあくまで非常用だと、ですね。ですから、できるだけ処理水に金がかからな

いような形で進めていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 今、田口議員の方からもお話がありましたけれども、推進協議会の中では処理水の方向に

ついても示しをしておるわけですけれども、一つ課題を抱えるのは、やはり地権者の問題

等々については、施設の設置場所についてある程度進んでおりますけれども、周辺にかかわ

る地権者の方ですね、処理水を流す水路の関係とか、そういうことについてのお話し合いは

できておりませんので、今後どういうふうな形で地権者の理解、周辺部の理解をもろうてい

くのかというのを質問いたします。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 処理場の用地の隣接の方につきましては、いろいろ土地改良区とか農振除外等の関係で印

鑑までいただいて承諾はもらっております。それと、御質問のとおり周辺部につきましては、

まだ正式な説明会はいたしておりませんので、今後どのような地区が何地区説明会が必要な

のか、十分検討をいたしまして説明会をいたします。 

 それと、これは処理場建設に係る事前の説明会ということで、12月15日の佐賀新聞にその

ようなお知らせをいたしております。今度の日曜日にその説明会をするというふうなことで

佐賀新聞に載せておりますので、それによりましても一応そういうふうな説明にかえられる

んじゃないかというふうに思っておりまして、最終的には何地区か関係する地区につきまし

ては、まだ正式にはどのような方法でするかしておりませんけど、それぞれの地区に相談を

いたしまして、説明会をするように計画をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 処理場の処理水の問題、そしてまた一つは終末する施設を建設するに当たっていろいろな
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農道の拡幅工事の問題とか、水路の問題とか、周辺地区における作業にかかわるいろんな問

題が出てくると思いますけれども、総合的に地区の住民の理解がまず最優先じゃないかと思

いますので、そこのあたりはしっかり地区の人たちとの協議を重ねながら進めていくべきで

はないかと思っておりますけど、その点また確認をさせていただきます。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 御質問のとおり、総合的な説明会ということで進めていきたいと思っております。処理場

を建設するに当たりまして周辺部の環境がどう変わるかと。農道の問題、いろいろ幅員の問

題、あるいは放流する水路の問題いろいろございますので、十分な協議をしながら事業を進

めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第176号の質疑を終わります。 

 次に、議案書64ページから74ページまで、議案第177号 平成18年度嬉野都市計画下水道

事業嬉野市公共下水道事業費特別会計補正予算（第３号）について質疑を行います。山田議

員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 73ページなんですけれども、１目のゆうゆう水洗化貯金奨励金の問題です。700千円の減

額補正がされているわけですけれども、これは加入者が少なかったのかなというふうに判断

をするわけです。私住んでいるところは三坂なので、よく話に出るのが、その三坂式浪地区

あたりにはいつぐらいから工事があって、何年度ぐらいから供用開始になるのかという非常

に意見が多いわけです。と申しますのが、あの地区はやっぱり45歳、50歳、こういう人たち

が占める割合というのが70％ぐらいあるんじゃないかと思うんですよね。そうなりますと、

いわゆるその子供さんたちが大学へ行くとか専門学校へ行くというそういう子供さんをお持
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ちの世帯なんです。非常に金がかかるということで、事前にある程度供用開始がいつごろな

のかというのがわかっておれば非常に計画が立てやすいわけですよね。この奨励金はやっぱ

り最終的には接続率を高めるという趣旨のもとにこういう施策が講じられていると思うんで

す。そういう意味からして、前広にやっぱり非常に財政的な問題もあって厳しいかと思いま

すけれども、前広にすることによってやっぱり将来的な接続率の向上につながるんではない

かというふうに思うわけで、そこら辺についてやっぱり非常に厳しい状況ですので、明らか

にできないんですかね。そこら辺についてはいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 旧嬉野地区の公共下水道でございますけど、全体の計画を453ヘクタールということで、

現在１次認可、２次認可、１次認可は99ヘクタール、２次認可は70ヘクタール、それから今

年度に30ヘクタールの認可を受け持って169ヘクタールの整備を進めている状況でございま

す。非常に厳しい状況の中でそれぞれの認可を受けながらやっていくわけでございますけど、

先ほど来より市長も答弁がありましたように、現在、嬉野市全体の汚水処理計画というふう

なことで今年度の予算にお願いをしておりますので、それのある程度の仕上がりを見ながら

今後どういうふうにするかということで検討を進めていきたいと思っておりますので、いつ

ごろというふうなことにつきましては現段階では答弁をできかねます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 じゃ、計画がきちっと明らかになったならばぜひとも前広にＰＲをぜひしていただきたい

ということを要望だけしておきたいと思います。答弁要りません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 同じく73ページですね。この中の管理費、これはまだ接続世帯数がやはり少ないというの
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が大きな要因じゃないかなという気がするわけですよ。試験開始の３月ですね、本稼働の４

月、それから11月までの間に幾らの世帯数が接続されているのか、そのあたりの御報告をし

ていただきたいというのと、一番接続世帯が多い地区、そこだけでもちょっと教えていただ

けますか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 現在の接続状況でございますけど、245軒、接続可能が949ということで、25.8％の接続に

なっております。地区ごとの……（「接続のところだけでいいですよ」と呼ぶ者あり） 

 現在の245軒の内訳については、今資料を持ち合わせておりませんので、後だって正式な

数字は御報告を申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 そういう内訳は後でまたください。 

 関連の中でゆうゆう水洗化貯金というのがございますよね。これで行くと一番多いのが下

宿地区なんですよね。81軒、続いて多いのが今寺地区の54軒、あとは軒並みに少ないわけで

すよ。温泉区の１、２、３、４区今工事やられていますが、１、２、３、４区合わせたって

100軒ぐらいしかないんですよね。このゆうゆう水洗化事業を加入されている世帯数という

のが。そういう中で今245軒の接続率という中で、やはり両方ちょっと兼ねて言って申しわ

けないんですが、これから先949軒の対象者が100％していただくためには、このゆうゆう水

洗化貯金のＰＲももっとしていくべきじゃないかなという気がするわけですよ。これは昨年

かのときにもたしか一般質問でも、予算審議のときでも言ったと思うんですよね。かなり伸

びてないんですよ。たしか１年前ぐらいの数字と比較したとき、現在のこの加入率と余り変

わってないんですよ、１年ぐらいたっても。それだけ余りＰＲができてないんじゃないかな

という気がするわけですね。だから、特に今寺の一部、下宿地区、温泉区、あっちは下野区

ですか、下野区が21軒しかないんですよね。あれだけ今整備されている割には少ないわけで
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すよ。だから、加入率を上げていくためには、やはりこのあたりの結局ＰＲをもっとしてい

って公共下水道に接続をしていただくと、それが結局環境整備につながるという中で、もっ

と取り組みをしていただきたいと思うわけですね。ですから、そのあたりについてはいかが

なのかなと、今後のＰＲについてですよ、どうですか。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 ゆうゆう水洗化貯金というふうな早期加入の接続制度でございまして、確かに御指摘のよ

うに若干ＰＲ不足もあったのかなと、嬉野地区全部で今350軒程度ということで、塩田地区

につきましては五町田・谷所地区が９月から始めましてもう既に300軒近く加入をしていた

だいております。今後もう一度この制度のすばらしいのをＰＲをしながら進めていきたいと

思っております。それと、ゆうゆう水洗化貯金、今年度につきましては一応32軒の申し込み

ということで、これは奨励金を支給した件数でございますけど、工事をされた方の32軒が該

当をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ゆうゆう水洗化貯金をＰＲすることによってやはり公共下水道の意義ですよね、そのあた

りを十分皆さんにやっぱりお伝えしていただきたいと、そのように要望しておきます。 

 先ほど山田議員がおっしゃったように、計画が出てきたなら早目、早目に今のほかの地区

ですよね、結局は湯野田地区、下岩屋地区、そして今寺、式浪、三坂、このあたりの中でも

やはり接続をしたいというところがあられるわけなんですよね。特に新興住宅地である下岩

屋２区、３区、あるいは今寺から三坂にかけての新興住宅地、このあたりというのは今合併

浄化槽で、ただつなぐだけなんですよ。だから、費用的にも各家庭そんなにかかるわけじゃ

ないんですよね。だから、そういう方々にやはり先に入っていただくことによって公共下水

の結局収入も上がってくる、そして、施設も順調に回ると、やはりそのあたりの体制をとっ

ていただきたいという、このあたりも私の要望として伝えておきます。答弁要りません。 
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○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 73ページの需用費の光熱水費の5,000千円からの減額というのは、結局加入者が少なかっ

たから利用せんでよかったから光熱水費が少なかったのかということと、あわせて太陽光の

売電のところが101千円上がっているんですけど、これは売っていない分でどのくらいの光

熱水費の減額に寄与しているのかということがわかっておったらお教え願いたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 光熱水費の5,000千円の減額ということでございまして、加入者が少なかったというふう

なことではなくて、当初予算を組む段階である程度処理場の委託業者、電気関係の業者にど

の程度の額が必要なのかというふうなことで試算をお願いいたしまして、実際、処理場で

700千円程度月に要るんじゃないかというふうなことと、それからマンホールポンプにつき

ましては1,000千円程度必要じゃないかというふうなことで、それをもとに予算を作成いた

しました。しかし、実際に浄化センターを稼働して間もなく１年近くなるわけですけど、実

際の電気料の見込みが1,700千円程度ということと、それからマンホールポンプにつきまし

ては思った以上に必要なかったということで、大体200千円程度というふうなことになりま

したので、実績見込みで減額をお願いしているものでございます。 

 それと、太陽光発電を設置しておりますけど、売電の分につきましては100千円程度とい

うことと、それと正式に試算をしておりませんけど、実際処理場の電気料に換算すると、

250千円程度がそれにお手伝いをしているというふうなことで、両方合わせますと太陽光

が350千円程度というふうなことでお答えをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 質疑なしと認めます。これで議案第177号の質疑を終わります。 

 次に、議案書75ページから77ページまで、議案第178号 平成18年度嬉野市嬉野都市計画

事業嬉野第七土地区画整理事業費特別会計補正予算（第２号）全部及び地方債補正について

質疑を行います。質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 76ページですね。この第七、第八も同じでしょうけど、このことについては塩田の方は場

所はどこであるかも知らない人もいまだかつてあると思います。ですから、私たちはたまに

あそこに行って観察して見るわけですけど、いわゆる第七の区画整理がいつから始められて

いつまで済むのか、そういうふうなところからまず知りたいと思いますけど、その総額の予

算の計画、そういう点がわかったら教えてください。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 第七土地区画整理事業につきましては、和多屋別荘の下から塩田川の左岸の方でございま

す。そして、国道34号線と築城の交差点までを第七土地区画整理事業で行っております。そ

れと面積といたしまして約26.9ヘクタールでございます。事業の計画ですけど、事業の決定

という形で平成７年から現在平成23年度まで計画をしております。総事業費といたしまして

約6,850,000千円程度事業計画をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 23年ということは、あと５年ぐらいでありますけど、いわゆるこれも都市計画ですから、

嬉野は塩田と比べて非常にいいことをやっておられるなと思ってはおりますけど、総事業費

が6,850,000千円ですかね。それじゃ、第八も大体、これは議案書にまた先に行きますけど、

関連しますけど、大体同じ規模の程度のものですかね。 

○議長（山口 要君） 

 ちょっと待ってください。第八についてはまた第八のときに。（「それはよか。後でよ
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か」と呼ぶ者あり）じゃ、今の質問はどうされますか。もう質問２回目なしですか。平野議

員。 

○19番（平野昭義君） 

 その中で、中身はよくわかりませんですけど、いわゆるこれは起債も相当ありますけど、

国の補助、あるいは県の補助、それから市の負担の割合が大体大まか上がっておれば教えて

ください。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 総事業費は約6,850,000千円程度と申しましたけど、国の補助金といたしまして約55％の

補助で、県費補助につきましては第七土地区画整理事業だけが県費補助対象になっておりま

す。あとは市債と保留地処分金事業で対応しております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 今、国は55％、県費は何％と、それ全部市が持つわけですかね。金額はパーセントもなか

ったばってんが。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 県費補助につきましては、事業費分の2.73％（459ページで訂正）でございます。 

 以上でございます。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第178号の質疑を終わります。 
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 次に、議案書78ページから80ページまで、議案第179号 平成18年度嬉野市嬉野都市計画

事業嬉野第八土地区画整理事業費特別会計補正予算（第２号）全部及び地方債補正について

質疑を行います。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 先ほど第七でお尋ねしたような形で、もう一度第八も教えてください。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 済みません、訂正をさせていただきます。県費補助につきましては2.73と申しましたけど、

2.33％でございます。 

 それと、第八土地区画整理事業につきましては、塩田川の右岸の方で夢街道から県道まで

の井手川内の地区まででございます。その分につきまして面積が約15.7ヘクタールで、総事

業費といたしまして3,097,000千円でございます。事業の計画決定が平成９年度から平成23

年度までの事業となっております。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 補助金といたしましては、国の方から50から55％いただいております。県費補助につきま

しては県道改修は入っておりませんので、県費補助はありません。あるいは繰越金、保留地

処分金、起債等でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 大体合わせてほぼ100億円ですね、それについて国が55％で、あとは県はわずか2.33ぐら

いで、あとは市の起債、起債はいわゆる何十年ぐらい償還はされておりますか。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（山口克美君） 

 お答えを申し上げます。 

 起債につきましては、償還がたしか25年だと思っております。据え置き３年の償還が25年
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ですね。 

 それから、この区画整理事業につきましては先ほど説明ございましたけれども、事業の種

目といたしまして通常費、それから交付金、それからこれは補助、あるいは交付金が交付さ

れます。その交付割合は先ほど申し上げましたとおりでございます。そのほかに地方特定道

路と、これは起債事業でございます。それから保留地処分金事業、この大体四つの種目で事

業を行っております。 

 起債の関係ですけれども、通常費につきましては補助残の充当率が55％ですね。それから、

交付金利はございません、起債は。それから起債事業でございますので、地方特定道路につ

きましては充当率が90％というふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 今の充当とかあるいは補助とかいろいろ組み合わせましたら、割合にそういうふうな意味

では、お金の上では幾らか楽に聞こえますけど、あと区画整理をされた、今家があって、そ

してこれは区画整理ですから、残った土地もありますから、そういうふうな残った土地の、

これ当然販売となりますかね、そういう意味では今既に何戸か売れたとか、あるいはいろい

ろありましょうけど、そういう意味では進捗率はどの程度あって、どのくらいの値段で売買

されているのか、もしされておれれば教えてください。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後３時59分 休憩 

午後３時59分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（山口克美君） 

 お答えを申し上げます。 

 その前に、先ほど申し上げました起債の関係で御訂正をさせていただきたいと思います。 
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 いわゆる区画整理事業に係る起債の償還年限でございますけれども、これは幾らかござい

まして、いわゆる補助事業関係の分につきましては償還期間が20年でございます。それから

地方特定関係、いわゆる起債事業で行う事業については15年、それから保留地処分金事業、

これは10年償還ということになっております。申しわけございません。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 保留地処分の面積といたしまして、事業計画で約１万4,000平米程度でございます。今、

売却しているのが431平米売却しております。今後、保留地処分単価等決めまして処分して

いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 これは嬉野の町のころにとっては大事業の思い立ちと思いますけど、いわゆるこういうふ

うなバブル崩壊以降ちょっと前のショックが来ておりますけど、今後その点について路線価

格、そういう点もごみごみしたところよりか地価が上がると思いますけど、そういうふうな

見通しもあって、またそういうふうに上がっておりますかね。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 事業計画では平米当たり50,700円で設計をしております。今現在、不動産が若干動いてお

りますので、その分のスライドという形で今現在検討をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第179号の質疑を終わります。 
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 次に、議案第180号 平成18年度嬉野市水道事業会計補正予算（第３号）について質疑を

行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第180号の質疑を終わります。 

 次に、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について質疑を行います。質疑ありません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで諮問第３号の質疑を終わります。 

 次に、諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について質疑を行います。質疑ありません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで諮問第４号の質疑を終わります。 

 次に、諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について質疑を行います。質疑ありません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで諮問第５号の質疑を終わります。 

 次に、議案第181号 嬉野市教育委員会委員の任命について質疑を行います。質疑ありま

せんか。織田議員。 

○９番（織田菊男君） 

 ことしの１月１日で合併いたしまして、市長、議員初めほとんどの方がかわっていると思

います。教育委員会も合併前は嬉野町と塩田に両方あったと思います。それを合併したので、

新しくなった教育委員ということで任期が４年じゃないかと考えておりましたが、その辺は

どういうふうになっておりますでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 教育委員につきましては、先ほど申し上げましたように、法によりまして合併後新しく教

育委員がスタートしたわけでございます。その中で５名いらっしゃいますけれども、教育委
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員につきましては１名が１年、１名が２年、２名が３年、１名が４年ということで、決定す

るように決まっておりますので、合併という特殊な事情もございましたけれども、これから

毎年このような時期に教育委員の任期満了というのが参るということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 織田議員。 

○９番（織田菊男君） 

 合併して１年ばかりでようやくなれた状態と考えております。そういう点で、私は再任を

するべきじゃないかと。ようやくなれた時点でまたかえるというのはなかなか大変じゃない

かという考えを持っておりますが、市長どういうふうな考えをお持ちでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も、スタートいたしましてわずかでございますので、できましたらとは考えております

けれども、しかし、慣例によりますと、どの時点かでやはり任期というのが参るわけでござ

いまして、私も以前から特別職につきましては任期限りでということでずっとお願いをして

きた経過もございます。そういうことでございますので、今回につきましては再任というこ

とになりますと、任期満了になられますと、今の現在委員さんにつきましては70歳になられ

るわけでございますので、任期途中でのということになりますといろんな課題もあると思い

ます。そういうことでございますので、話し合いをさせていただいて、御勇退の御意向があ

られましたので、今回新しくお願いをするということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 織田議員。 

○９番（織田菊男君） 

 １年、２年、３年、４年ということで決められたということですが、この基準はどのよう

な条件で１年、２年、３年、４年ということが決定されましたか。 

○議長（山口 要君） 



- 464 - 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 新しい教育委員さんにつきましてはできるだけ両塩田、嬉野地区から公平にということを

いろんな方から御意見を聞いておりましたので、私もそれで行いたいというふうに考えてお

りました。そういうことで、当初選任をさせていただくときに塩田町教育委員会からお二人、

それから嬉野町教育委員会からお一人、そして大草野教育委員会からお一人ということでお

願いをいたしたわけでございます。そして、任期につきましてはいろいろ課題もありますけ

ど、公平にということでありまして、年齢の高くあられる方から１年、２年、３年、４年と

いうふうな形で大まかにお願いをしたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 人事案件ですので、余り奥深くはいろいろ問題ありますけど、一般質問でも10人ぐらいの

方が今、学校問題、いじめの問題があって一番大事な時期じゃないかと。そういう意味では、

年齢的にと申されましたけど、私は、今は75歳まで働く時代と。これは当然定年も65に間も

なくなる可能性もありますから、そういう意味では、特に特別職の方は知恵はたくさん蓄積

しておりますし、そういう意味では年齢にはそう大した影響はないと。ただ、今こういうふ

うな事件があって、ほんな先々日ですかね、次の自分の抱負も私も聞きましたし、今やっぱ

りしっかりやらんといかんなと思うことが、大分この間の議会で一般質問で回答いただいて

おりますので、そういう意味では今後の案件はいささかどうかなというふうに感じてはおり

ます。答弁を。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も今の非常に厳しい状況というのも十分承知をいたしておりますし、現池田委員の御活

躍、御努力についても十分承知もいたしております。そういうことで、お話し合いもさせて
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いただいたわけでございますけれども、御本人の御勇退という御意向もございますので、そ

のようなことで取り扱いをさせていただいたということでございます。心から敬意を表して

おります。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第181号の質疑を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、当初の会期日程では、あすも議案審議の予定でありましたけれども、本日で議案審

議の議事の全部を終了したため、あすは休会といたします。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。あすは休会とすることに決定をいたしました。 

 本日はこれで散会いたします。大変お疲れさまでございました。 

午後４時９分 散会 

 


